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１ 令和７年度 松伏町教育行政重点施策等について 

 

（１）策定に当たって 

４年間にわたる新型コロナウイルス感染症の感染拡大はほぼ終息したが、国際情勢の不

安定化など予測困難な時代の象徴ともいうべき事態が生じている。また、地球温暖化など

の地球規模の課題、加速化した技術革新、グローバル化の進展、少子化と人口減少、格差

の固定化と再生産など様々な社会課題が存在する中、教育の果たす役割はますます重要と

なっている。 

このような中、文部科学省は第４期教育振興計画の中で、持続可能な社会の創り手の育

成を挙げている。一人ひとりが自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を

価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、

豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手になることが重要であるとした。 

また、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福

や、個人のみならず個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態であることを含む

包括的な概念としてのウェルビーイングの実現を挙げている。 

 ウェルビーイングの実現とは、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、

地域や社会が幸せや豊かさを感じられるものとなることであり、教育を通じて日本社会に

根差したウェルビーイングの向上を図っていくことが求められるとしている。 

 このようなことから、松伏町教育行政重点施策を策定するにあたり目標を「持続可能な

社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」とした。 

学校教育については「信頼関係に基づいた豊かな人間関係を基盤とした学校教育の推進」

を掲げた。これは教育の原点であり、児童生徒と教師、児童生徒相互の信頼関係に基づい

た豊かな人間関係を育み、それを基盤とした学校教育を推進していく。 

子供たちの知・徳・体を一体で育むこれまでの日本型学校教育の成果を踏まえ、子供た

ちの多様化や教師の働き方改革、ＧＩＧＡスクール構想の実現といった新たな動きも加速・

充実させながら、学校教育を確実に実施していく。 

町内の小中学校では、全国や埼玉県一斉の学力・学習状況調査での各教科の正答率が必

ずしも全国や全県の平均に届かない。各学校においては、教科等の特質や児童生徒の実情

を踏まえながら「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進めなければならない。しかし、高度な学びを
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追求するあまり、それについてこられない児童生徒への適切な対応を忘れてはならない。 

 また、埼玉県教育委員会はこれまでの埼玉県学力・学習状況調査の分析結果として、よ

い「学級経営」が子供の「非認知能力」「学習方略」を向上させ、子供の学力向上につなが

ると結論付けている。これは、人間は所属する集団における人と人との関係の中で人間形

成を図っていくという側面があるということである。児童生徒の成長には、所属する集団

の人間関係がどのようなものかによって大きく左右される場合が少なくない。児童生徒の

学校生活の母体となるのは学級であることからよりよい学級集団をつくることが重要とな

る。 

 このような中、文部科学省は令和６年１０月、令和５年度児童生徒の問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査結果を公表した。小中学校での暴力行為、いじめ、不

登校の児童生徒数は前年度を上回り過去最多であった。特に不登校の児童生徒数は１０年

連続の増加となっている。 

町内の小中学校においては、いじめの認知件数は減少しており、暴力行為についても多

くない。いじめ、暴力行為ともに初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解決に向

けた取組を実施していると評価している。 

 しかし、不登校は町内小学校の発生率は全国と比べて低い年が続いていたがここ近年急

増している。町内中学校についても、ここ近年全国の発生率を上回っているのが現状であ

る。子供たちの多様性を認める中で学ぶ機会は学校だけではないものの、義務教育の最後

を不登校のまま迎えることは避けたい。不登校を減らすためには各学校での取組を充実さ

せるとともに、教育支援センター、中学校のさわやか相談室、スクールソーシャルワーカ

ー及びスクールカウンセラーの活用と連携を高めていく必要があると考えている。特に、

教育支援センターに通う生徒が増えており、不登校の児童生徒の学校以外の居場所として

の存在意義を高めていきたい。また、学校には行けても教室に入れない児童生徒のための、

学校における教室以外の居場所づくりが求められている。そこで、小学校３校にスペシャ

ルサポートルーム（ＳＳＲ）を設置していく。 

文部科学省が取りまとめた「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（Ｃ

ＯＣＯＬＯプラン）」を参考にしながら不登校対策に力を入れていく。 

 また、特別支援学級に在籍する児童生徒数が増えている。特別支援学級に在籍する児童

生徒数は１０年で２倍に増えており、これは通常学級に在籍しているが発達障がい等の疑

いがあり特別な支援を必要としている児童生徒が増えていることにもつながる。文部科学
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省は令和４年１２月に、小中学校の通常学級に在籍している児童生徒の８．８％に発達障

がいの可能性があるとの調査結果を発表した。１０年前の前回調査に比べて２．３㌽増え

ており、通常学級で生活しながらも特別な支援が必要な児童生徒を対象とした通級指導教

室のニーズが高まっている。 

 不登校や特別な支援を要する児童生徒への支援で重要なことの一つに、小学校と中学校

の連携がある。小中学校の連携をより深めていく努力をしていきたい。また、児童生徒へ

の個に応じた教育を充実するために教育支援員を配置していく。 

そして、町内の小中学校ではＧＩＧＡスクール構想がスタートして５年目となる。高速

大容量のネットワーク環境は整いつつある中、一人一台の、その先へとよりＩＣＴを活用

した教育を進めていきたい。今後、一人一台のタブレットを使った全国学力・学習状況調

査や埼玉県学力・学習状況調査が予定され、教科書のデジタル化も視野に入れた改善が求

められている。学校と連携を深め、教育委員会として計画的に改善に努めたい。 

小規模化している金杉小学校は、引き継がれてきた良き伝統を継承し、更に充実・発展

させるために、小規模特認校に指定し、特色ある教育活動を推進していく。 

また、経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して行う就学

援助では、特に経済的な負担の大きい新入学児童生徒学用品費について、引き続き新入学

児童生徒の保護者を対象に入学前に前倒して支給をしていく。 

学校施設のうち未改修施設及び大規模改修の実施後長期間を経ている施設については、

その施設の老朽化改修・修繕計画を作成し、計画的に対応していく。 

松伏町では、いつでも・どこでも・誰でもが学べる生涯学習社会を構築してきている。

休日などに、生き甲斐や楽しみを求めてスポーツや芸術に親しむ町民が多く見られる。こ

のため、本町の社会教育施設等を最大限に活かし、町民のライフステージにあった事業を

引き続き推進していく必要がある。 

文化・芸術は、人生を豊かにし、人々の心にやすらぎやゆとりを与え、魅力ある地域社

会を創り出す原動力ともなっている。このことから、松伏町第６次総合振興計画の基本構

想及び基本計画に基づき、さまざまな文化・芸術に親しむ機会や場の提供に努めるととも

に、文化・芸術を育む活動を支援していく。 

特に、町民が気軽に音楽に親しむことができる機会の充実に努め、音響効果により日本

の代表的なホールとして評価されているクラシック音楽専用ホール「田園ホール・エロー

ラ」を中心に、「音楽によるまちづくり」を引き続き推進していく。また、町内の生徒に
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田園ホール・エローラにおいて、一流のクラシックコンサートを聴く機会を提供する。 

生涯学習と社会教育は、心に豊かさをもたらし町民の生活を向上させるだけでなく、活

力ある地域社会を築いていくための基礎となるものである。そのため、施設や人材など地

域にある学習資源の有効活用を図るとともに、町民一人ひとりが生涯にわたり、学び続け

ることができ、一人ひとりの知識や経験、学習の成果を生かすことのできるまちづくりを

推進する。 

現在、中央公民館では、さまざまな学習講座を開設し、継続的な学習機会を提供してい

る。今後の町民ニーズに対応した学習メニューの整備とともに、学習成果を発表する機会

を充実することも必要である。 

多世代交流学習館は、町民の多様な活動と学びの場の創出、また多世代間の交流と社会

教育の推進を図っている。 

町民の健康志向の高まりからスポーツ活動に対するニーズが高まっており、子供から

高齢者まで、年齢や体力に応じたスポーツやレクリエーションを楽しむことのできる環

境づくりが求められている。このような中で、引き続きプロスポーツ選手等によるスポ

ーツ教室やイベントを開催し、スポーツ活動が活発に展開され、継続的に行われるよう

にする。 

本町の社会教育施設や社会体育施設の老朽化に対応し、利用者の安全を確保するた

め、計画的な改修など、適切な維持管理と有効活用に努めていく。 

本町は、緑に恵まれた自然豊かな農村集落として、多くの文化財が継承されてきた。こ

れらを調査・研究し、町の歴史を解明しながら、さらに後世へと継承する。 

以上のような考えに基づき、本教育委員会では教育行政を通じ、地域住民の安心・安全

のもとに真に豊かで教養のあるまちの実現を期するものである。 

 

（２）教育行政目標と基本理念 

 こうした観点から、令和７年度松伏町教育行政目標を 

「持続可能な社会の創り手の育成と日本社会に根差したウェルビーイングの向上を目指し

た松伏の教育」と定め、その基本理念を人づくり・教育環境づくり・地域社会づくりと

し、社会教育、社会体育及び学校教育が家庭や地域と密接な連携を図り、諸施策を計画的

に推進していく。 

 

4



 

 

 

《基本理念》 

（愛され親しまれる人づくり） 

 １ 自ら学び考え主体的に行動できる人づくり（知） 

 ２ 他人の心の痛みが分かる人づくり（徳） 

 ３ 心身ともに健やかでたくましい人づくり（体） 

 

（安心・安全な教育環境づくり） 

 １ 学校・家庭・地域が一体となった教育環境づくり 

 ２ 保護者や地域に信頼される学校・教職員づくり 

 ３ 安心・安全・快適な地域と施設づくり 

 

（協働の地域社会づくり） 

 １ 人権が尊重される社会づくり 

 ２ 町民がいつでも自由に学べ、その成果が適切に評価される生涯学習社会づくり 

 ３ 文化が薫り、スポーツが盛んな社会づくり 

 

 

（３）重点施策 

 １ 信頼関係に基づいた豊かな人間関係を基盤とした学校教育の推進（学校教育） 

（１） 確かな学力の育成と創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進（知） 

 （２） 体験活動を重視した豊かな人間性を育てる教育の推進（徳） 

 （３） 健康の保持・増進と体力向上を図る健康教育の推進（体） 

 （４） 多様なニーズに対応し、誰一人取り残さない教育の推進 

（５） 学校・家庭・地域・関係機関が連携した開かれた学校づくりの推進 

（６） 地域に信頼される学校運営と教職員の資質向上 

（７） 児童生徒の命を大切にする学習環境及び施設設備の充実 

ウェルビーイング ： 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福の
みならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。また、多様な
個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊
かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。 
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（８） 自他の生命と人権を尊重する教育の推進 

（９） 地域の課題に応じた特色ある教育活動の推進 

（10） 教育ＤＸの推進 

２ 豊かで緑あふれるまちを創造する生涯学習の推進（生涯学習） 

（１） 生涯学習施策の推進 

（２） 情報収集・提供の充実 

（３） 人材の発掘・育成・活用の充実 

３ 豊かな文化と思いやりをはぐくむ社会教育事業の推進（社会教育） 

（１） 音楽によるまちづくりの推進 

（２） 文化・芸術活動の充実 

 （３） 社会教育関係団体の支援 

（４） 公民館等を活用した事業の企画及び学習内容の充実 

（５） 家庭教育及び青少年教育の推進 

（６） 人権教育・啓発の推進 

（７） 中央公民館・多世代交流学習館の管理及び利用の充実 

（８） 中央公民館・多世代交流学習館の施設・設備の整備の推進 

４ 歴史・文化の保存と継承（文化財保護・町史編さん） 

（１） 町史の調査及び研究 

（２） 文化財の調査及び保護 

（３） 町史及び文化財の普及啓発 

５ スポーツ健康都市づくりの推進（社会体育） 

（１） 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実 

（２） スポーツ・レクリエーション活動の普及・啓発 

（３） 人材の発掘・育成・活用の充実 

（４） スポーツ・レクリエーション団体の支援 

（５） スポーツ施設利用の充実 

（６） スポーツ施設・設備の整備の推進 
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学 校 教 育 



 



 

 

２ 学校教育 

（１）施策の展開 

 松伏町第６次総合振興計画基本構想及び基本計画を基盤とし、教育行政目標の「持続

可能な社会の創り手の育成と日本社会に根差したウェルビーイングの向上を目指した松伏

の教育」の実現を目指し、次のような施策を展開する。 

１ 信頼関係に基づいた豊かな人間関係を基盤とした学校教育の推進（学校教育） 

（１）確かな学力の育成と創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進（知） 

① 基礎学力の向上を目指す教育の充実 

ア 学力向上プランによる基礎学力の向上 

・学力向上推進委員会（主幹教諭等）を中心に実施計画の作成、各校の検証と改

善、保護者への啓発 

イ 全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査の実施・分析・活用 

・児童生徒の基礎的・基本的な知識や技能、思考力・判断力・表現力などの活用

する力と主体的に学習に取り組む態度を把握 

・結果分析に基づいた教育指導の改善・充実 

ウ 松伏町小・中学校全学年の学力テストの実施  

・小学校１年～４年における国語・算数、小学校５年～６年における国語・算

数・理科の実施と、テスト結果に基づく補充的な学習の実施 

・中学校１年～３年における国語・社会・数学・理科・英語の実施と、テスト結

果に基づく補充的な学習の実施 

    ・中学校において、資格取得を促進するため、英語能力を判定するテストを実施 

   エ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

・「松伏授業プラン」及び「松伏町学力向上スタンダード」に基づいた学習指導

内容の工夫・授業改善 

    ・１授業時間（小学校４５分、中学校５０分）で完結する授業の実施 

    ・児童生徒が見通しをもって学習できる学習課題（めあて）の提示 

    ・児童生徒が主体的に授業に参加し学びを深める、協働的な学び（ペア学習、グ

ループ学習等）の実施 

    ・児童生徒自身が、学習課題（めあて）を達成できたかを自己評価する「振り返

り」の時間の設定 
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オ 新しい時代に求められる資質・能力を育む学習指導要領の実施 

カ カリキュラム・マネジメントの確立 

キ 小・中学校９年間を見通した小・中連携教育の実施 

ク 「授業の約束（５校はひとつ松伏っ子）」に基づいた授業規律の確立 

ケ 学校及び家庭学習でのＩＣＴ活用の推進 

② 個に応じ、個を生かし、創造性をはぐくむ指導方法の改善 

ア 県費負担教員並びに町費教育支援員の配置による学習指導形態の工夫  

・各校に教育支援員を配置し、ティームティーチング等の指導の実施と個に応じ

た学習の充実 

・一人一台配布のタブレット端末を活用した、個別最適化された学びや創造性を

はぐくむ学びの実現 

・担任の業務軽減による教材研究の時間の確保 

イ 少人数指導等のきめ細かな指導の充実 

・少人数指導による習熟度別学習や補充的な学習等、個に応じた指導の実施 

③ 学習の基礎となる読書活動の推進 

ア 学校図書館の環境整備と活用 

・図書ボランティアの活用 

・図書システムの活用（小学校） 

・図書の充実及び蔵書率向上 

イ 多様な読書機会の確保 

 ・読み聞かせボランティアの活用（小学校） 

ウ 司書教諭の発令（町内全校） 

④ 豊かな国際性を身に付けさせるための国際理解教育の推進 

ア 英語能力の基礎や表現力等のコミュニケーション能力の育成 

・語学指導助手（ＡＬＴ）の効果的な活用 

・松伏町教育研究会の英語・外国語部会と連携した情報共有と授業方法の研究 

・英語能力判定テストの実施 

イ 小学校における英語活動の推進 

・日本人英語指導助手（ＪＡＥＴ）の活用 

・小学校へのＡＬＴの配置と効果的な活用 
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（２）体験活動を重視した豊かな人間性を育てる教育の推進（徳） 

① 豊かな体験やふれあいの中で、人間としての生き方を学ぶ教育の充実 

ア 多様な活動体験の確保 

 ・体験的学習活動、社会体験活動、自然体験活動の充実 

 ・各学校の特色ある教育活動推進事業の支援 

 ・学校応援団と連携し体験活動を重視した学習の推進 

 ・クラシック専用ホール・エローラでの一流の奏者によるコンサート 

イ 道徳教育の推進 

・「特別の教科 道徳」を要とした教科横断的な道徳教育の推進 

・ティームティーチングやゲストティーチャーの招聘 

・「彩の国の道徳」（県教委作成）の活用 

（３）健康の保持・増進と体力向上を図る健康教育の推進（体） 

① 運動の楽しさや喜びを味わう生涯スポーツの基礎づくりの推進 

ア 児童生徒が主体的に運動する授業の実践 

・新体力テスト結果分析と具体的達成目標の設定 

・各学校の体力課題解決シートを取りまとめ報告書を作成・配布 

イ 松伏町体力向上推進委員会の充実 

・町及び各校の実態に即した体力向上の取組（重点項目の設定） 

ウ 家庭への健康教育の啓発 

・家庭の関心の喚起と生活改善への指針提示 

② 学校保健の充実 

ア 性に関する教育の推進 

イ 薬物乱用防止教育の推進 

ウ アレルギー疾患、心肺蘇生法等の対応研修の実施 

エ 歯科保健活動の実践 

③ 学校給食の充実と食育の推進 

ア 安全・安心でおいしい給食の提供と地元食材の積極的導入 

イ 望ましい食習慣の形成 

・栄養教諭の配置による食育指導の充実 

・食事におけるマナーの指導と実践 
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・食材や生産者等関係者に対する感謝の気持ちの育成 

（４）多様なニーズに対応し、誰一人取り残さない教育の推進 

① 児童生徒の障がいの特性や程度に応じた特別支援教育の充実 

ア 特別支援学級の指導体制の充実 

・学級担任と連携し個に応じた適切な指導を行う町費教育支援員の配置 

・児童生徒一人ひとりに応じた「個別の指導計画」の作成と実施 

イ 就学支援体制の充実 

・町就学支援委員会、校内就学支援委員会の充実 

・保健センターや乳幼児施設等の関係諸機関との連携 

ウ 特別支援学校児童生徒の支援籍交流の実施 

エ 通級指導教室の充実 

・難聴・言語障害通級指導教室（ことばの教室）での指導の充実 

・発達障害・情緒障害通級指導教室（にじいろ教室）での指導の充実 

・スーパーバイザーによる指導の充実 

② 児童・生徒の自己実現を支援する教育相談の充実 

ア 教育支援センター（ひだまり）の充実 

・教育相談員による家庭訪問、教育相談の実施 

・教育相談員による学校訪問、情報交換の実施 

イ 教育相談体制の充実  

・教育支援センター及びさわやか相談室の保護者周知並びに相談の実施 

・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーとの連携 

ウ 不登校児童生徒への支援の推進 

・アセスメントシートの活用 

・相談員と各校教育相談担当者、学校生活相談員等による教育相談担当者協議 

 会の実施 

・多様な学びの場の確保（小学校スペシャルサポートルーム等） 

・一人一台端末等を活用した早期発見・早期支援の実施 

・小中学校の連携による実態把握 

・教育支援センターにおける相談体制の充実 

・教育支援センター及びさわやか相談室の連携による個別支援 
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・家庭との連携 

③ 日本で学ぶ外国人等への教育の推進 

 ア 日本語指導員による日本語指導の充実 

  ④ ヤングケアラーや家庭の貧困等の対策 

   ア ヤングケアラーに関する理解の促進 

   イ 就学援助の充実 

（５）学校・家庭・地域・関係機関が連携した開かれた学校づくりの推進 

① 家庭や地域社会との連携 

ア 学校から家庭や地域社会への学校だよりやホームページを利用した情報発信 

イ 豊かな体験活動の積極的な推進（「みどりの学校ファーム」の取組） 

ウ 地域ぐるみの奉仕体験活動、「あいさつ運動」等の実践 

エ 「学校応援団」の活用 

オ 「こども・未来・まつぶし」の全家庭配布（年１回） 

カ 学校運営協議会を通じて学校運営に関して外部の意見の取入れを推進 

キ スクールガードリーダーと児童生徒の安全について連携 

② キャリア教育・職業教育の充実 

ア 中学校社会体験チャレンジ事業（職場体験）や職場見学の実施 

イ 「キャリア・パスポート」の活用 

ウ キャリア発達を促す教育の充実 

エ 異校種交流による体験入学や交流会等進路に関する啓発的経験の充実 

③ 地域に開かれた学校づくりの推進 

ア 学校授業公開日の実施（彩の国教育の日を含む） 

イ 地域人材の積極的活用 

ウ 地域住民の学校行事への参加（運動会、文化祭、音楽会等） 

エ 総合的な学習の時間や部活動等への外部指導者の配置 

④ 保育園（所）・認定こども園・幼稚園と小学校との連携 

ア 町保・幼・小連絡協議会の充実 

イ 小学校就学前の保・幼・小合同連絡会の実施 

ウ スタートカリキュラム推進委員会の実施と活用 

エ 就学前施設と小学校間で交流会の実施 
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（６）地域に信頼される学校運営と教職員の資質向上 

① 学校評価の工夫改善 

ア 学校評価の活用と学校運営協議会の充実 

イ 学校関係者評価の実施と活用 

② 教職員の人事評価制度の実施 

ア 適切な目標設定による学校運営の充実 

・前年度の反省を生かした学校課題の分析と適切な目標設定 

・目標達成のための方策の工夫 

・校務分掌組織の活性化 

イ 教職員の自己評価（面談）の充実 

ウ 校長・教頭を対象にした人事評価に係る評価者研修の実施 

③ 教職員の資質の向上及び経験年数に応じた研修の充実 

ア 教育委員会による教職員研修の充実 

イ 計画訪問や校内研修による授業研修会の充実 

・初任者研修、経験者研修（５年、２０年）中堅教諭等資質向上研修等の充実 

・指導主事等の学校訪問による指導助言の充実（年次研修、臨時的任用教員、町

費教育支援員、各種研究会） 

ウ 生徒指導・教育相談に係る研修会の充実 

エ 服務に関する研修の充実（体罰・飲酒運転の根絶、個人情報の保護等） 

オ 全教職員を対象とした教育講演会 

④ 教育行政施策の検討・研究 

ア 松伏町教育大綱を基に各年度における教育行政重点施策の策定及び実施 

イ 教育関係諸法令に係る整備・周知徹底 

（７）児童生徒の命を大切にする学習環境及び施設設備の充実 

① 学校・保護者・地域・関係機関との連携による安全管理の推進 

・防犯教室（児童生徒対象、教職員対象）の実施 

・スクールガード・リーダーや安全ボランティア等による防犯パトロールの実施 

・交通安全指導（自転車、歩行者）の実施 

② 学校安全マニュアルによる日常点検、定期点検と早期対応 

・学校施設等の日常点検、定期点検、臨時点検の実施 
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・通学路の定期点検の実施 

③ 防災教育の充実 

・様々な自然災害から身を守る避難訓練の実施 

・保護者への連絡体制、引き取り訓練の実施 

  ④ 施設整備の充実 

・校舎及び体育館の改修を計画的に実施するため、個別施設計画を策定 

・老朽化に伴う施設及び設備の修繕の実施 

・空調設備の適切な運用管理による快適な教育環境の実現 

・高速大容量の通信ネットワーク及び児童生徒一人一台端末を活用し、教師や児

童生徒の力を最大限に引き出す教育ＩＣＴ環境の実現 

（８）自他の生命と人権を尊重する教育の推進 

① 差別をなくすことのできる児童生徒を育てる人権教育の一層の推進 

ア 全体計画・年間指導計画に基づく着実な実践 

・自校の人権課題に基づく推進 

イ 教職員研修の充実 

・学校管理職等人権教育研修会の開催 

ウ 保護者・地域・関係諸機関との連携 

・保護者や地域の人々の理解の促進と啓発 

エ 内的啓発の促進 

・人権作文集「こころ」の編集と活用 

② 自他の生命と人権を尊重し、いじめのない明るい学校づくりの推進 

ア いじめの根絶 

・「松伏町いじめの防止等のための基本方針」及び「学校いじめ防止基本方

針」に基づくいじめ防止対策等の推進 

・学期毎の生活アンケートの実施、把握、指導等の対応 

・児童生徒に対する「いじめ防止（ネットいじめを含む）」の指導の充実 

・いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策調査委員会の実施 

・学校・教育委員会と警察等の関係諸機関との連携・協力 

イ 生徒指導体制の充実と非行・問題行動の未然防止 

・非行防止教室の実施 
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・吉川警察署管内学校警察連絡協議会との連携 

・体罰や暴言等の不適切な指導の根絶に向けた研修の実施 

ウ 人権課題（障がい者、性的少数者等）への理解と認識 

エ 命を大切にする教育の推進 

 ・学校を中心に関係諸機関と連携した相談体制の充実 

 ・「ＳＯＳの出し方に関する教育」の推進（タブレット端末を活用した「今日の

こころの天気」の実施等） 

③ 男女共同参画社会の確立に向けた男女平等教育の推進 

ア 男女共同参画社会の実現を目指す教育の推進 

・教職員の意識改革と教育実践の励行 

・特別活動における儀式的行事等を活用した教育実践 

（９）地域の課題に応じた特色ある教育活動の推進 

① 学力向上に資する授業方法の調査・研究 

 ア 松伏授業プランによる授業改善の推進 

② 小規模特認校である金杉小学校における特色ある教育活動の推進 

 ア 一人ひとりに応じたきめ細かな教育の推進及び指導の充実 

③ 学校運営協議会の充実 

 ア 地域の教育力を最大限に活用 

④ 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた調査・研究 

 ア 外部指導者の活用の拡大 

 イ 町内部活動地域移行に係る検討準備会議の開催 

（10）教育ＤＸの推進 

① 児童生徒の情報活用能力の育成 

 ア 児童生徒による情報活用のルール作り 

 イ オンラインで町内全学級をつなぐ全町集会の実施 

② 教職員のＩＣＴ活用指導力向上 

 ア 各校においてＩＣＴ活用研修の実施及びＩＣＴ支援員の活用 

 イ 各校の情報教育主任をＩＣＴ活用リーダーとなれるように人財の育成 

 ウ ＩＣＴ教育推進委員会を通して効果的な活用事例や先進事例の取り組みを調

査・研究 
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③ 校務ＤＸの推進 

 ア 校務系システムの利活用の推進 
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（２）主な事業 

事 業 名 内       容 

就学援助事業 

義務教育の円滑な実施を図るため、経済的理由により就学困難な児

童生徒の保護者に対し、保護者負担となる経費の一部を補助する。 

補助内容：学用品費等、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、

学校給食費、医療費 

特別支援教育 

就学奨励費補助事業 

 特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減する

ため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費を補助する。 

補助内容：学用品費等、校外活動費、新入学用品費、修学旅行費、学

校給食費 

進学融資制度資金 

利子補給事業 

 有能な人材の育成を図るため、高等学校及び大学へ進学を希望する

者の保護者に対し、貸付を受けた進学準備資金の利子を補給する。 

 

 

 

（３）学校の現況 

① 児童生徒数                   令和７年５月１日現在（単位：人） 

  学年 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

特別支 

援学級 
合 計 

学校名 

小 

学 

校 

松   伏 74 83 107 112 114 102 28 620 

金   杉 25 21 29 28 28 25 10 166 

松伏第二 46 59 54 51 60 55 16 341 

小   計 145 163 190 191 202 182 54 1,127 

中 

学 

校 

松   伏 84 74 73   9 240 

松伏第二 133 143 125   28 429 

小   計 217 217 198   37 669 

総   計   1,796 
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② 学級数                        令和７年５月１日現在（単位：人） 

         学年 

学校名 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 
特別支
援学級 

合 計 

小 

学 

校 

松   伏 3 3 4 4 4 3 5 26 

金   杉  1 1 1 1 1 1 2 8 

松伏第二 2 2 2 2 2 2 3 15 

小  計 6 6 7 7 7 6 10 49 

中 

学 

校 

松   伏 3 2 2  2 9 

松伏第二 4 4 4  4 16 

小  計 7 6 6  6 25 

 

③ 教職員数                    令和７年５月１日現在 (単位：人） 

 

   職名 

 

 

学校名 

 
 

校 
 
長 

教 
 
頭 

主 
幹 
教 
諭 

教 
 
諭 

助 
教 
諭 

養 
護 
教 
諭 

 
栄 
養 
教 
諭 
 

講 
師 

学
校
栄
養
職
員 

県
非
常
勤
講
師 

事 
務 
職 
員 

県
非
常
勤
職
員 

合 
 
計 

 

小
学
校 

松  伏 1 1 1 33 3 1  4 1 1 1 2 49 

金  杉 1 1 1 7 1 1  1  1 1  15 

松伏第二 1 1 1 21 2 1  1   1  29 

小  計 3 3 3 61 6 3  6 1 2 3 2 93 

中
学
校 

松  伏 1 1  18  1 1   1 1  24 

松伏第二 1 1  28  1    1 1 1 34 

小  計 2 2  46  2 1   2 2 1 58 

総  計 5 5 3 107 6 5 1 6 1 4 5 3 151 
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④ 施設面積 

施設 

学校名 
敷 地 校 舎 体育館 プ ー ル 

小

学

校 

松  伏 30,408㎡ 7,559㎡ 1,260㎡    400㎡ (25m×16m) 

金  杉 24,008㎡ 3,964㎡ 877㎡    375㎡ (25m×15m) 

松伏第二 16,058㎡ 4,703㎡ 1,404㎡ 395㎡ 
 25m×13m 
14m× 5m 

中
学
校 

松  伏 34,714㎡ 6,069㎡ 1,171㎡    375㎡ (25m×15m) 

松伏第二 32,937㎡ 5,189㎡ 1,354㎡    375㎡ (25m×15m) 

 

（４）児童生徒数の推移                  各年５月１日現在（単位：人） 

 

 

（単位：人） 

     年 

小中別 

令 和 

３ 年 

令 和 

４ 年 

令 和 

５ 年 

令 和 

６ 年 

令 和 

７ 年 

小学校 

（児童数） 
 1,307  1,257  1,253  1,200 1,127 

中学校 

（生徒数） 
  777   766   731   692  669 

合 計  2,084  2,023  1,984  1,892 1,796 
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（５）教育委員会研究委嘱校のあゆみ

学 校 名 研　究　課　題（教　科）

昭和 61 ・ 62 年度 金 杉 小 学 校  主体的に学び生き生きと活動する児童の育成をめざして（社会）

昭和 62 ・ 63 年度 松伏第二中学校  学級指導を核とした進路指導（特別活動）

昭和 63 ・ 64 年度 松 伏 中 学 校  生徒が主体的に活動できる特別活動の推進（特別活動）

平成 元 ・ 2 年度 松伏第二小学校  読解力を向上させるための学習指導法の研究（国語）

平成 2 ・ 3 年度 松 伏 小 学 校  読みとる力のある子どもの育成をめざして（国語）

平成 3 ・ 4 年度 金 杉 小 学 校  主体的に学び生き生きと活動する児童の育成（社会・生活）

平成 4 ・ 5 年度 松伏第二中学校  たがいに認め合い励ましあえる生徒の育成（学校同和教育）

平成 5 ・ 6 年度 松 伏 中 学 校  豊かな心をもち自ら実践する生徒を育てる道徳教育（道徳）

平成 6 ・ 7 年度 松伏第二小学校  願いや思いを自分の手で創造的に表現できる学習指導法（図画工作）

平成 7 ・ 8 年度 松 伏 小 学 校
 意欲を持って生き生きと学ぶ児童の育成（特別活動・道徳・算数・理科・
 国語）

平成 8 ・ 9 年度 金 杉 小 学 校  主体的に学び豊かに表現できる児童の育成をめざして（国語）

平成 9 ・ 10 年度 松伏第二中学校
 心豊かな生徒をめざして
 ～道徳授業の充実～（道徳）

平成 10 ・ 11 年度 松 伏 中 学 校
 学業指導を中心に据えた学年・学級経営
 ～基礎学力の向上を目指した学習環境の整備～（全教科・全領域）

平成 11 ・ 12 年度 松伏第二小学校
 豊かな心を持ち自ら学習に取り組む児童の育成
（低学年・国語、中学年・社会、高学年・国語）

平成 12 ・ 13 年度 松 伏 小 学 校  意欲をもって生き生きと学ぶ児童の育成（道徳）

平成 13 ・ 14 年度 金 杉 小 学 校
 児童が感じ考え実感する活動の育成の教育の在り方（生活科・総合的な学
 習の時間）

平成 14 ・ 15 年度 松伏第二中学校
 新教育課程における指導の工夫
 ～授業の改善と評価のあり方～（全教科）

平成 15 ・ 16 年度 松 伏 中 学 校
 確かな学力の定着をはかる指導法の工夫
 ～基礎・基本の定着をはかる指導と評価～（全教科）

平成 16 ・ 17 年度 松伏第二小学校
 豊かな心を持ち自ら学習に取り組む児童の育成
 ～自分なりの課題を見つけ互いに助けあって学習する子～（全教科）

平成 17 ・ 18 年度 松 伏 小 学 校
 心を育て確かな学力を身につけさせる教育の推進
 ～教育に関する３つの達成目標を具現化するための指導法の研究～（国・
 道・算・体）

平成 18 ・ 19 年度 金 杉 小 学 校
 子どもが生き生きと学習する指導法の研究
 ～個に応じた学習支援と算数の表現力を高める指導法の工夫～（算数）

指 定 年 度
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学 校 名 研　究　課　題（教　科）

平成 19 ・ 20 年度 松伏第二中学校
 「聞く」「読む」「話す」力の向上をめざす「メモ力」の研究
 ～教育に関する３つの達成目標の深化・充実～（全教科）

平成 20 ・ 21 年度 松 伏 中 学 校
 「聞く」「読む」「話す」力の向上をめざす「メモ力」の研究
 ～教育に関する３つの達成目標の深化・充実～（全教科）

平成 21 ・ 22 年度 松伏第二小学校
 「豊かな読解力・表現力を伸ばす授業の創造」確かな言語能力の定着を目
 指して

平成 22 ・ 23 年度 松 伏 小 学 校  確かな学力を身につけさせるための指導法の工夫（算数）

平成 23 ・ 24 年度 金 杉 小 学 校  国語を正しく理解する力を高める学習指導法の研究

平成 24 ・ 25 年度 松伏第二中学校  確かな学力を育む基礎・基本の徹底

平成 年度 松 伏 小 学 校
 確かな学力を身につけさせるための指導法の工夫
 ～算数的活動の充実を通して～

平成 25 ・ 26 年度 松伏第二小学校
 豊かな表現力を伸ばす授業の創造
 ～確かな言語能力の定着を目指して～

平成 26 ・ 27 年度 松 伏 中 学 校  地域に応じた学力向上推進モデル事業

平成 27 ・ 28 年度 松 伏 小 学 校
 自らよりよい人間関係や生活をつくろうとする児童の育成
 ～特別活動の充実を通して～

平成 28 ・ 29 年度 金 杉 小 学 校
 学ぶことの楽しさを実感できる学習指導法の研究
 ～算数的活動の充実～

平成 29 ・ 30 年度 松伏第二中学校
 確かな学力を育む基礎・基本の徹底
 ～充実した言語活動を通した表現力の育成～

平成 30 ・ 31 年度 松 伏 中 学 校
主体的に学習に取り組む意欲を育む指導法の研究
～学び合い学習をとおした学力向上を目指して～〔集団の学び・個の学び〕

令和 元 ・ 2 年度 松伏第二小学校
 思考力・判断力・表現力を育む指導法の研究（算数科）
 ～自ら考え解決できる授業の工夫～

令和 2 ・ 3 年度 松 伏 小 学 校
 学ぶ喜びと楽しさを感じ、確かな学力が身についた児童の育成
 ～児童が達成感を味わうことのできる主体的な学びの創造～

令和 3 ・ 4 年度 金 杉 小 学 校
 英語って楽しい
 ～英語が飛び交う学校を目指して～

令和 4 ・ 5 年度 松伏第二中学校
「言語活動を通した表現力の育成と学習に活きる評価」
～ICTを活用した教育実践と生徒の学習に還元できる評価～

令和 5 ・ 6 年度 松 伏 中 学 校
学ぶ楽しさと喜びを感じ、意欲的に学習に取り組む生徒の育成
～主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して～

令和 6 ・ 7 年度 松伏第二小学校
算数科における児童の「思考力、判断力、表現力等」が育まれる指導の
改善・工夫

令和 7 ・ 8 年度 松 伏 小 学 校
自ら学びに向かう子供の育成
～学習意欲を高めるための支援や学び合いを大切にした授業実践を通して～

指 定 年 度
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（６）小・中学校の概要    

         松伏町立松伏小学校 

 

校 長 竹森
たけもり

 努
つとむ

 
所在地 松伏町ゆめみ野東一丁目１番地２ 

電 話 ０４８（９９１）２２３８ 
ＦＡＸ ０４８（９９１）２２３２ 
Ｈ Ｐ https://fa.fureai-cloud.jp/matsubushi-e/ 

１ 本校の特色                                        

本校は、創立１５２年目の児童数６２１名（５月１０日現在）教職員数

６０名（町職員も含む）の大規模校です。広々とした体育館、屋上プール、

多目的室等を有効に活用し、充実した教育活動を展開しています。 

令和３年には、各教室にプロジェクターが設置、一人１台のタブレット

端末が配備され、様々な教育活動の場面で活用されています。 

広い校庭と豊かな自然環境に恵まれ、保護者や地域の方々に多大なる

ご支援をいただき、児童と教職員が一体となって教育活動に取り組んで

います。 

また、学校応援団として、ボランティア登校１１０番の方々、図書ボラン

ティアの方々、読み聞かせボランティアの方々、清掃ボランティアの方々

等に、児童の登下校や教育活動を支えていただいております。地域やＰＴ

Ａの方々のご協力を得て、笑顔で元気な学校づくりを進めています。 

本校では、「外で元気に遊ぶこと」を奨励し、業間休みや昼休み（ロング

の昼休みを週２日間）には、児童が外遊びをとおして、体づくりや仲間づく

り、心づくりを行っています。 

今年度は、全校で『笑顔と元気いっぱいの学校  ～話し合い、高め合

い、やってみよう！～』を合言葉に、学習意欲と学力の向上を図るため、

①ペアやグループでの話合いを重視した「協働的な学習」、②自ら方法や

内容を選択し、自主的に学習に取り組める児童の育成を目指した「自主学

習の定着」に力を入れています。 

 

２ 学校教育目標 

【体】よく遊ぶ子  【知】よく学ぶ子  【徳】助け合う子  
 

３ めざす学校像 

「笑顔と元気いっぱいの学校」 

 (1) 子供達のやる気と自主性を高める学校 （意欲） 

 (2) 子供達が、毎日わくわくする学校 （好奇心） 

 (3) 子供達が、先生のことを大好きな学校 （信頼） 

 (4) 子供達が、「やればできる」を実感する学校 （達成感） 

 (5) 子供達が、人を大切にできる学校 （思いやり） 
 

４ 学校の特色 

 (1) 休み時間には元気に外遊び…昼休みになると校庭に響く児童の声 

 (2) 充実した体験活動…栽培活動、福祉体験活動、生活科探検、稲作体験 他 

 (3) 協力的な学校応援団…登校・図書・読み聞かせ・学習ボランティア 他  

(4) 異年齢集団での活動…自分達で考えて異年齢で楽しく遊ぶ 

 (5) 児童が燃える学校行事…盛大な運動会、持久走大会、校内音楽会、なわとび大会 

 (6) 全職員で取り組む特別支援教育…一人一人を大切にした教育活動 

 (7) 一人一台タブレットを活用した授業…家でも学校でも文房具のように活用 
 

５ 学校研究課題 

【研究主題】 

自ら学びに向かう子供の育成 

～学習意欲を高めるための支援や学び合いを大切にした授業実践をして～ 

体験活動～サツマイモ苗植え～ 

異学年交流～ふれあいよみ聞かせ～ 

学校応援団～図書ボランティア 

学校 

ホームページ 

ＱＲコード 

校内音楽会 inエローラ 
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【ボランティアによる読み聞かせ】 

松伏町立金杉小学校 

                                  

校 長   大八木
お お や ぎ

 健夫
た け お

 

所在地   松伏町大字大川戸３８５４番地 

                               電 話   ０４８（９９１）５０００ 

ＦＡＸ   ０４８（９９１）５０２３ 

Ｈ Ｐ   https://fa.fureai-cloud.jp/kanasugi-e/ 

                           ＱＲコード  

１ 本校の特色                                 

  本校は、豊かな自然環境の中で、家庭や地域と連携を深め、「思いやりいっぱい、体験いっぱ

い、歌声いっぱいの心豊かな児童の育成」を目指しています。地域の教育力を生かし、田植えや稲

刈りなどの稲作体験、伝統的な製法の味噌づくり体験、読書ボランティアによる読み聞かせ、地域

をよく知るボランティアの方々のガイドを交えた町探検など、多くの方々の協力により、子ども達

に体験活動を通して豊かな心を育んでいます。 

外国語・外国語活動を教育の特色の一つと位置付け、日常から英語に触れる環境づくりに力を入れ

ています。また、令和５年度より国語科を研修科目とし、「読みを深める」ことを中心に国語の力を

伸ばすことで総合的な学力向上に結び付けていく研究を進めています。 

また、文部科学省認定の小規模特認校制度を活用し、少人数による教育（教育支援員の手厚い配置

による、きめ細やかな授業展開）や外国人語学指導助手（ＡＬＴ）の手厚い配置及び、放課後子ども

教室を開設、地域の方の参画による学習活動や体験活動も実施しています。 

 

２ 学校教育目標 

  ○よく学ぶ子     （知）【主体的に学ぶ力の育成・学力の向上】 

 ○なかよく助け合う子（徳）【思いやりの心・協力し合う態度の育成】 

 ○たくましく健康な子（体）【体力の向上・たくましい心の育成】    【ボランティア指導による田植え】 

                                                                          

【目指す学校像】                              

  「家庭・地域とふれあいいっぱいの心豊かな児童を育成する学校」       

【目指す児童像】                             

  「何事にも一生懸命取り組む心豊かな児童」                 

   ①主体的に学習に取り組み、考えて自分の意見を持てる児童      

②思いやりの心をもって言葉を交わし、なかよくみんなと遊べる児童 

③すてきな笑顔であいさつできる児童 

④好ましい人間関係の中で、行事を一生懸命に頑張る児童 

⑤自立心（志）と郷土・母校に誇りと愛をもつ児童 

 

３ 今年度の重点・努力点                                            【体験いっぱい味噌づくり】 

（１）確かな学力の定着・向上 

（２）心豊かな児童の育成                                            

（３）体力の向上                              

（４）自立心(志)と郷土や母校に誇りと愛をもつ児童の育成              

（５）家庭・地域との連携                      

（６）安心・安全で美しい教育環境の推進       【歌声いっぱい音楽会】 【元気いっぱい運動会】 

（７）学校経営への積極的参画、研究・研修の推進                 

  

４ 学校研修課題                           

「主体的に学び続ける子どもの育成」 

～読みを深め合う授業づくり（国語科）～ 

                         【英語でコミュニケーション イングリッシュタイム】 【思いやりいっぱいたてわり遊び】 
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松伏町立松伏第二小学校 

 

 

 

                                     校 長    中山
なかやま

 達也
た つ や

 

                                       所在地    松伏町田中一丁目４番地６ 

                                              電 話    ０４８（９９２）０３６５ 

                                              ＦＡＸ    ０４８（９９２）０３６６ 

                       Ｈ Ｐ https:/fa.fureai-cloud.jp/matsubushidaini-e/ 

１ 本校の特色 

   本校は、今年で開校４６年目を迎え、児童数３４１名、学級数１５学級の学校です。本年度は「人

と関わる力を育む松二小 ～ 笑顔であいさつ日本一 ～」をめざす学校像とし、意欲の向上と協働的

な学びを通して学力向上を目指します。また、豊かな心を育む各種体験活動の充実、生命の礎となる

健康体力づくりの推進等を図りながら、今日的な学力の定着と生きる力の育成に努めています。明る

く元気な子供たち、協力を惜しまぬ保護者と地域の方々に支えられた地域とともにある学校です。 

    そして、代表委員会が中心となり取り組む「朝のあいさつ運動」や児童の自己肯定感を高め、意欲

あふれる学校づくりを推進する「朝の１運動・１奉仕・１発表」、異学年での交流を図る縦割り活動、

総合的な学習の時間での認定こども園との交流や地域とのつながり（郷土愛）を深める学習を通して、

児童の豊かな心を育んでいます。 

２ 学校教育目標（めざす児童像） 

「か し こ く」  進んで学びのびる子   【知】 

「や さ し く」  豊かな心をもつ子    【徳】 

「た く ま し く」  たくさん遊び運動できる子【体】 

     

３ 今年度の重点 『人（和と言葉）を大切にする学校』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学校研究課題                                   

「算数科における児童の思考力、表現力、判断力等が育まれる指導の改善・工夫（２年次）」 

豊かな心の育成と信頼関係づくり 
 

○温かい学級経営の実現 

・児童・保護者に寄り添った「愛語」の使用 

・一人一人の児童を認め、励まし、称賛する 

・「ならぬものはならぬ」集団規律の確立 
 

○教育相談体制の充実 

・特支コーディネーターを中核とした体制の充実 

・SOSの出し方に関する教育の実施 
 

○SSR（スペシャルサポートルーム）の充実 

・SSR設置について児童・保護者宛周知の充実 

・SSR支援員との連携深化 

安心・安全な学校づくり 
 

○いじめ対応 

・未然防止、早期発見・早期対応、解消 

・「いじめ防止基本方針」全職員での共通理解 
 

○学校事故（施設、会計、教職員事故）０ 

・日頃からの声かけと倫理確立委員会の実施 
 

○災害対応・防災教育の充実 

・地震、火災、雷、竜巻、洪水等対応の共通理解 

と実際に即した避難訓練の実施 

家庭・地域との連携 
 

○家庭・地域を大切にした信頼される学校づくり 

・ホームページの充実 

・ＰＴＡとの連携・協力   

・学校応援団の活性化 

確かな学力・体力の育成 

 

○基礎基本の徹底 

・複数の適用問題を解く時間の確保 

・困り感を抱えている児童への具体的支援方法

を明確にした授業 

・目的のある学習形態の選択 

・校長参観授業の実施 
 

○学級活動、体育科授業の充実 

・多様な考えに学ぶ姿勢の育成 

・粘り強く取り組む姿勢の育成 

・受容的・共感的態度の育成 
 

○郷土愛の育成 

・松伏に戻ってきたいと思う児童の育成 

・総合的な学習の時間を中心とした探求学習 

 の実施 

 

23

http://matsubushi.ed.jp/matu2syo


「豊かな人間関係を基盤とした『高め合う』生徒の育成 

松伏町立松伏中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本校の特色 

   本校は豊かな自然環境の中に立地し、校庭も広く、花と緑の潤いのある学校で 

ある。生徒は落ち着いて学習に取り組み、一人ひとりが主体的に考え活動する委 

員会活動や、仲間とともに協調性を育む部活動も活発である。 

  学校教育目標『学び合い 支え合い 高め合う生徒』の具現化を図る教育とし 

て、各種体験活動を積極的に教育課程の中に取り入れ、推進している。その中の 

１つである福島県南会津町との交流は今年で２４年目を迎え、今後も「心の交流」 

を継続して行っていく。 

  保護者・地域の方々の本校に寄せる期待は大きく、地域に密着した中学校で 

ある。「活気と潤いのある学校」を合言葉にさらなる飛躍を目指して取り組んでいる。 

 

２ 学校教育目標 

 「学び合い 支え合い 高め合う生徒」 
 

生徒一人一人の良さを伸ばし、「活気と潤い」のある学校 

～ 生徒、教職員、保護者、地域が「自信と誇り」をもてる学校に ～ 
 

 

３ 今年度の重点・努力点 

○継承と発展 

よき伝統を引継ぎ発展させ、学校に関係するすべての人が「誇り」に思える 

学校づくりを推進する。 

○すべては生徒のため 

・判断基準の根幹「生徒にとって」を最優先とする。 

・個に応じた指導を徹底する。 

・体験・対話を通した心の教育を推進する。 

○バランス重視 

・学習面（習得と活用、講義と対話、生徒主体と教員主体） 

・部活動（教育的配慮、生涯学習と目の前の結果、統治と自治） 

○小中一貫教育 

義務教育９年間の連続した学びを推進する。「５校は１つ」 

○教育公務員としての使命 

・教育公務員としての高い人間性を高める。 

・報告・連絡・相談を徹底する。 

・前年度踏襲ではなく、一歩前進させる具体策とその検証を行う。 

・働き方改革は、やりがいの上での効率化を図る。 

 

４ 学校研修課題 

      

＜対面式＞ 

校 長 大山
おおやま

 亨
とおる

 

所在地 松伏町大字大川戸１１３６番地 

電 話  ０４８（９９１）３７３１ 

ＦＡＸ   ０４８（９９１）３７１５ 

Ｈ  Ｐ   https://fa.fureai-cloud.jp/matsubushi-j/ 

松伏中の合い言葉 

ま ☆学び合いで 

つ ☆創る 

ぶ ☆文武に長けた 

し ☆信頼の学舎 

＜１年生：スキー教室＞ 

＜３年生：修学旅行＞ 

＜体育祭＞ 

＜２年生：3days チャレンジ＞ 
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松伏町立松伏第二中学校 

 

 

 

 

 

 

１ 本校の特色 

本校は田園に囲まれた静かな学習環境にあり、地域に支えられ開校４０年目を迎えた学校である。学

校行事である「体育祭」と「しらさぎ祭(合唱祭)」では、保護者や地域の方々との連携のもと、生徒の

主体的な発表の場となっている。特に、学年を縦割りにしたカラー活動により３年生のリーダーシップ

のもと行事が活発に行われている。部活動は、運動部・文化部ともに活発であり、運動部では、県大会

に出場し、より上位の大会を目指している部も多い。文化部では、地域との関わりやボランティア活動

にも積極的に取り組んでいる。生徒会本部は、生徒朝会や校則の見直しなどの活動を行っている。 

今年度は学校研修主題「未来の授業をつくる」について、主体的に学ぶ生徒の育成を目指し、実践を

積み重ね、さらにＩＣＴを効果的に活用することで生徒の表現力の育成を目指している。 

 

２ 学校教育目標  「認めあう」  

 

３ 今年度の重点  

（１）豊かな心の育成 

（２）新学習指導要領を踏まえた授業 

（３）教育相談的指導の充実                       

（４）生徒のよさを伸ばす 

（５）ICTの活用 

（６）学校・家庭・地域との連携 

（７）生徒指導の充実 

（８）安全・安心・快適な環境 

（９）小中一貫教育の推進 

（10）松伏町５校は１つ 

 

４ 学校研修課題 

「未来の授業をつくる」～主体的に学ぶ生徒の育成～ 

   【具体的な取組】 

（１）授業の充実（授業の約束 「５校は一つ 松伏っ子」・松伏授業プランの徹底）  

（２）生徒が認め合い、素直な気持ちを表現できる道徳的環境づくり 

（３）家庭学習の充実を図るためのデジタル教材（スマイルネクスト）の活用 

（４）授業・教科の枠を超えての言語活動の充実 

（５）ＩＣＴ活用の充実 

志抱いて学びあい 

豊かな心で思いあい 

元気にスポーツ鍛えあい 

[白熱の体育祭] [美しい歌声響くしらさぎ祭] 

[しらさぎ祭での文化部発表] [相談室個人ブースからのオンライン授業] 

校 長 星野
ほしの

 健一
けんいち

 

所在地 松伏町大字上赤岩７１１番地 

電 話 ０４８（９９２）００５１   

ＦＡＸ ０４８（９９２）００５２ 

Ｈ Ｐ https://fa.fureai—cloud.jp/matsubushidaini-j/  
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（７）学校給食事業 

 

松伏町学校給食センター「ほほえみ」 

所在地 松伏町大字田島１５１５番地２ 

電 話 ０４８（９９２）２１６１ 

ＦＡＸ ０４８（９９２）３１９２ 

 

１ 松伏町の学校給食 

松伏町の学校給食は、昭和５４年１月野田商工福祉協同組合野田給食センターに全面委託する

方式で開始されました。その後、平成９年６月２日松伏町学校給食センター「ほほえみ」を開設

し、現在、町内小学校３校、中学校２校約１，８００人の児童生徒等に給食を提供しています。 

給食の食材は、毎月の献立に合わせ松伏町学校給食センター物資選定部会で選定しています。 

また、学校給食センターの特色として、平成１０年度から地元産の自主流通米を１００％使用

した米飯、平成１５年度からは地元産の野菜を取り入れ、平成１６年度からは地元産の米を使用

した米粉パンを提供しています。 

 

２ 学校給食センター概要 

学校給食センターは、将来の松伏町を担う子どもたちに学校給食を提供するための施設で、衛

生面・環境面に配慮した共同調理場です。 

特徴は、次のとおりです。 

（１）炊飯設備により、センター炊飯で児童生徒に炊き立てのご飯を提供しています。 

（２）ドライシステムを採用し、衛生面に配慮しています。 

（３）食器は強化磁器製で、絵柄は児童生徒から募集し採用された絵柄を設立当初から使用して

います。 

 

３ 学校給食センター運営概要 

（１）運営組織 

① 松伏町学校給食運営委員会 

当委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

    委員は、必要の都度、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

ア 町内の小学校及び中学校の校長 

イ 児童及び生徒の保護者を代表する者 

ウ 知識経験者 

② 松伏町学校給食センター物資選定部会 

部員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内で松伏町教

育委員会が委嘱する。 

ア 町内各小学校長及び中学校長の代表 ２人 

イ 町内各小学校及び中学校における給食担当教諭 ５人 

ウ 教育総務課長 １人 

エ 給食センター所長 １人 

オ 給食センター栄養士 ３人 

※食材の選定を行うに当たっては、町内各小学校及び中学校のＰＴＡ代表者の意見を聴取し、

参考とすることができる。 

（２）管理事務部門 ５人 

構成 所長 １人 事務職 １人 栄養教諭 １人 栄養士 ２人 

（３）調理部門（民間委託）４７人 

ア 調理業務 社員９人 調理パート １７人 
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イ 学校配膳業務 パート１８人（各校３～５人） 

ウ 配送業務 パート ３人（配送車両３ｔ車・３台持込み） 

 

４ 学校給食センター運営方針 

（１）基本方針 

① 安全で温かくおいしくそして豊かな給食の提供に努める。 

② 学校や関係団体との連携を深め、食育の推進を図る。 

③ 簡素で効率が良く透明性の高い運営に努める。 

（２）項目別運営方針 

① 安全（衛生）管理の徹底 

② 施設・設備の適切な維持管理 

③ 調理業務等の委託 

④ 良質で安値な物資等の合理的・計画的な購入 

⑤ 生きた教材として、魅力ある献立の作成 

⑥ 給食指導の計画的な実施 

⑦ 均衡ある給食費の徴収推進 

⑧ 学校との連携の強化 

⑨ 委員会等、効率の良い会議の開催 

⑩ 節水、節電、リサイクルの励行 

⑪ 効率の良い業務の遂行 

⑫ 地元産食材の積極的使用 

 

５ 学校給食実施計画 

  
４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１

月 

２

月 

３

月 
合計 

稼働日 13 20 21 13 2 20 22 17 17 15 18 14 192 

ご飯 10 16 17 10 2 16 17 13 14 12 14 11 152 

パン 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 23 

麺 1 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 17 

 

６ 学校給食センター費  令和 ７ 年度当初予算額  ２９４，０６８，０００円 

内訳 一般財源  ２００，７３０，０００円 

特定財源   ９３，３３８，０００円 

 

（保護者からの徴収金の状況） 

区分 学年 年額 1食当たりの単価 給食回数 

小学校 
１年生 53,580円 

  285円 190回 
２～６年生 54,150円 

中学校 
１・２年生 62,700円 

 330円 190回 
３年生 60,720円 

 ※小学校１年生の徴収金は、４月に５日間補食期間を設けているためその分減額 

※中学校３年生の徴収金は、３月が１・２年生より食数が少ないためその分減額 

※物価高騰等に対する保護者負担軽減補助：児童生徒一人あたり１２，０００円を助成 
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７ 学校給食センター事業計画 

〇セレクト給食 

給食に対して興味を深めることを目的として、年数回デザートや飲み物の中から選択できます。 

〇お楽しみ献立（行事食等） 

行事食や旬の食材を使ったお楽しみ給食を提供します。 

〇カレーのまちＰＲ 

  月に１回～３回カレーを使用した献立を提供します。 

〇ほほえみだより 

給食や栄養についての啓発を図ります。 

〇体験学習 

給食に対して興味や関心、親しみを持つことを目的として、そら豆やとうもろこしの皮むき体

験を実施します。 

〇食育指導 

生涯にわたり健全な食生活を形成できる力を育むため、食育授業や給食指導を通じて食への理解

を深めるため、行事食、旬の食材、献立の由来や栄養についての資料提供を行います。 

 

 

体 験 学 習 風 景 

～そらまめの皮むき～ 

28



 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 



 



３ 生涯学習（豊かで緑あふれるまちを創造する生涯学習の推進）  

（１）生涯学習の方針 

昨今、人を取り巻く環境は、少子化・高齢社会の進行、高度情報化、ＡＩの進化、国際化・グ

ローバル化、さらに地球環境の変化などに象徴されるように様々な面で変化している。このよう

な社会環境・地球環境の変化に対応し、限られた一生の時間を上手に使い充実したものにしてい

くためには、一人ひとりが自分自身を成長させ、一生のあらゆる段階で豊かな心・知識・身体を

育むことが重要になり、生涯学習の必要性は大きなものとなっている。 

このような中で、施設・情報基盤の整備の進展、学歴社会の見直しの動きなどにより生涯学習

環境は整いつつあり、また、町民の学習意欲にも高まりが見られる。これらが相乗的に絡み合っ

て進展していくことにより、すべての町民が自らの学習意欲に基づいて「いつでも、どこでも」

学習することができ、そして、それが正当に評価される「生涯学習社会」の構築を図っていく。 

 

 

（２）生涯学習の重点目標と施策 

生涯学習は、町民の生活を向上させるだけでなく、活力ある地域社会を築いていくため、施設

や人材など地域にある学習資源の有効活用を図るとともに、学習を支援するための基盤整備や情

報提供を推進し、かつ、学習成果を地域で活かし、町民一人ひとりが、生きがいと豊かな心を持

つことができる地域社会づくりを推進する。 

 

 

Ⅰ 生涯学習施策の推進 

①生涯学習推進体制の充実 

松伏町の生涯学習を推進する松伏町生涯学習推進庁内連絡会議が、生涯学習施策の内容を

協議し、生涯学習推進体制の充実を図る。 

②学習機会・内容の充実 

多様化する町民の学習ニーズに対応するため、「松伏町生涯学習まちづくり出前講座」の

充実を図り、誰もがいつでも自主的に学ぶことができる環境づくりをより一層充実させる。 

また、松伏町生涯学習推進庁内連絡会議を通して、関係各課と連携・協議し、合同講座の

開催を検討する。 

 

Ⅱ 情報収集・提供の充実 サークルマップーの充実 

町内で生涯学習活動をしている団体の紹介冊子「サークルマップー」を発行し、町民が生

涯学習活動へのきっかけづくりとなるよう、情報を収集し提供する。 

 

Ⅲ 人材の発掘・育成・活用の充実 

文化のまちづくり事業をはじめ、生涯学習の指導者やボランティア等の研修会を実施し、

人材の発掘・育成を進め、「松伏町生涯学習まちづくり出前講座（町民編）」等へ登録し、

活用を図る。 
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（３）生涯学習推進事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

生涯学習まちづくり
出前講座＜役場編＞

職員が講師となり、職員との対
話を通して町民の皆様方が学び
合う中で、町政についての理解
を深めていただき、協働で生涯
学習によるまちづくりを進め
る。

通年
9:00～21:00
までの2時間

以内

49講座のうち
要相談

5人以上
集まった
町民一般

生涯学習まちづくり
出前講座＜町民編＞

町民が講師となり、経験や特技
などの得意分野を活かした講座
を通して理解を深めていただ
き、協働で生涯学習によるまち
づくりを進める。

通年
9:00～21:00
までの2時間

以内

12講座のうち
要相談

5人以上
集まった
町民一般

文化のまちづくり事業
(ミニまつぶし）

生涯学習による幅広い町民主体
とした文化活動の活性化を通し
て、生活に密着した文化のまち
づくりの実現を図る。

3月 1日 町内一般

文化のまちづくり事業
(ジャンボかるた）

町民が楽しく遊びながら郷土文
化への理解を深め、世代間交流
を図る。

9/27（土） 1日
町内在住の
小学1～6年生

子ども大学こしがや・
まつぶし

地域の大学や市町村、企業・団
体が連携して、子どもの知的好
奇心を刺激する学びの機会を提
供する。

8月～10月 計5回

町内及び越谷
市内在住の
小学4～6年生

：50人

湯沢町交流事業助成金

災害援助協定をしている新潟県
湯沢町との交流をさらに深める
ことを目的に、湯沢町内の指定
宿泊施設に宿泊した方に対して
宿泊費の一部を助成する。

通年

1人につき1年度
内に1回のみ大
人（中学生以
上）2,000円、
子ども（小学生
以下）1,000円

町内に在住
し、住民登録
している方
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４．社会教育（豊かな文化と思いやりをはぐくむ社会教育事業の推進） 

（１）社会教育の方針 

情報化、少子化、高齢化等の社会の変化に対応するため、人々は自発的意思に基づい

て、生涯にわたる自己の充実・啓発や生活の向上を図り、人間としてのあり方を問う学

習を求めている。中でも文化・芸術・スポーツ・レクリエーションは人々に感動や生き

る喜びをもたらし、豊かな人生を送る上で大きな力となっている。それらは、町民の交

流を深め、都市生活におけるコミュニティ形成に大きな役割を果たすとともに、文化力

は家庭の教育力の回復、地域の教育力の向上へと進展し、地域活性化の原動力となって

いる。 

多様なライフスタイルの浸透、物の豊かさから心の豊かさを求める価値観の多様化な

どを背景に、幅広い年齢層においてさまざまな学習に対する意欲が高まっている。こう

した町民の意思を受け止め、学習内容の充実、学習機会の選択及びメディア活用の支援

等、生涯学習の観点に立って、令和７年度の社会教育の重点を設定する。 

 

（２）社会教育の重点目標と施策  

町民の学ぶ意欲に合わせた各種講座・教室の開設、事業の展開、また町民が主体的に学

習活動を展開することが出来るような環境づくりや指導者の育成などに努める。さらに、

町の財政状況を踏まえて、多彩なアイディア、人的援助を図りながら事業を積極的に推

進していく。 

 

Ⅰ 文化・芸術活動の支援 

町民が持つ知識、技能、経験などを活かした文化・芸術活動を創造するため、習得

した成果や作品を発表する機会の充実、活動に関する情報の提供、各種団体や指導者

の育成を図る。 

○町民文化祭、メロディー祭（まつり）の開催 

○中央公民館ロビー及びエントランスホールの活用 

 

Ⅱ 社会教育関係団体の支援 

社会教育関係団体は、各分野・各世代に応じて、個々の事業活動により地域教育力

を高める活動をしている。その関係団体に対し支援を行い、資料収集や情報提供をし

ながら、より質の高い活動を目指すものとする。特に、次代を担う子どもたちの指導

役として、ジュニアリーダーの人材育成を積極的に事業展開する。 

【社会教育関係団体】 

○松伏町子ども会育成会連絡協議会   ○松伏町ジュニアリーダー連絡協議会 

○松伏町ＰＴＡ連合会         ○松伏町文化協会 

 

Ⅲ 公民館等を活用した事業の企画及び学習内容の充実 

①中央公民館及び多世代交流学習館における生涯学習講座の開催 

町民の多様な学習ニーズ、社会情勢及び幼児・青少年・成人教育等に対応した生涯

学習講座の立案・企画・実施を、中央公民館及び多世代交流学習館で展開していく。 

また、多世代交流学習館に配置したコーディネーターを中心に、各種生涯学習講座

やサロン事業等の拡充を図っていく。 
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Ⅳ 家庭教育及び青少年教育の推進 

①家庭教育の推進 

○町内小・中学校へ入学するすべての保護者を対象に、就学時健康診断時、入学説明

会等の機会を活用し、家庭教育に関する講座等を提供することにより、家庭の教育

力の向上を図る。 

○町内各小・中学校ＰＴＡと共同で家庭教育講座を開催し、保護者の家庭教育に対す

る意識の向上を図る。また、町ＰＴＡ連合会に対しても、講師の紹介や助言・相談

を行い、家庭教育の充実に努める。 

○家庭の教育力の低下が指摘されている中、少年非行や児童虐待の深刻化に対処する

ために、子育て関係機関に異年齢成長パンフレットを配布する。 

②青少年健全育成の推進 

青少年を取り巻く社会環境が変化している中、非行化の早期発見と防止に努め、青

少年健全育成の推進を図る。 

 

Ⅴ 人権教育・啓発の推進 

人を大切にする心を育むため、心身の発達に応じた人権教育を推進する。また、「部

落差別解消推進法」の制定を踏まえて、松伏町人権教育推進協議会と連携し、人権問

題に関する正しい知識を持つ人材を育成するための啓発活動を行う。併せて、啓発活

動を効果的に行うため、パンフレットや啓発物品を準備して活用する。 

○人権セミナーの開催 

○人権問題研修会の開催 

 

Ⅵ 社会教育施設の管理及び利用の充実 

社会教育施設を町民がより快適に効率よく利用できるよう、中央公民館を中心とし

た集中管理のもと、多世代交流学習館と連携を図りながら、迅速かつ的確に対応でき

るよう努める。 

 

 Ⅶ 中央公民館・多世代交流学習館の施設・設備整備の推進 

   施設・設備の経年劣化に伴う改修を行う。 

 

32



（３）社会教育施設概要 

中央公民館 

所 在 地  松伏町ゆめみ野東三丁目１４番地６ 

設  置  平成元年７月１日（研修棟は５月１日から） 

館  長  加藤 光哲 

電  話  ９９２－１３２１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ９９２－１３２３ 

敷地面積  ６，０８０．００㎡ 

延床面積  ４，００５．０５㎡ 

休 館 日  １２月２９日～１月３日 

      毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 

      施設点検のための臨時休館日あり 

開館時間  午前９時００分～午後９時００分 

 

施設概要 

研 

修 

棟 

階数 室 名 面 積 室 名 面 積 室 名 面 積 

１階 

１０１研修室 51.8㎡ １０２研修室 76.7㎡ 工 芸 室 76.7㎡ 

窯   置   場 12.4㎡ 暗    室 6.4㎡ 図 書 室 159.7㎡ 

視 聴 覚 室 64.6㎡  準 備 室（１） 6.05㎡  準 備 室（２） 6.05㎡ 

事   務   室 47.0㎡ 印  刷  室 15.0㎡ 応 接 室 19.4㎡ 

２階 
２０１研修室 61.7㎡ ２０２研修室 61.4㎡ 調 理 室 66.0㎡ 

保  育  室 30.6㎡  

３階 
 和室１(24畳) 37.7㎡ 和室２(24畳) 37.7㎡ ３０１講座室 56.7㎡ 

３０２講座室 62.5㎡  

ホ
ー
ル
棟 

１階 

音 楽 室 99.4㎡ ギャラリー 76.7㎡  楽  屋（１） 16.0㎡ 

 楽  屋（２） 16.0㎡ 控    室 19.0㎡ ホ ー ル 643.0㎡ 

ホ ワ イ エ 233.0㎡  

 

 

多世代交流学習館 

所 在 地  松伏町大字上赤岩１２５３番地 

設  置  平成３０年４月１日 

館  長  加藤 光哲 

電  話  ９９１－２３３８ 

Ｆ Ａ Ｘ  ９９２－０８９０ 

敷地面積  １，３７８.７７㎡ 

延床面積  ５２４．０４㎡ 

休 館 日  １２月２９日～１月３日 

      毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 

      施設点検のための臨時休館日あり 

開館時間  午前９時００分～午後９時００分 

 

施設概要 

階数 室  名 面積 室  名 面積 室  名 面積 

１階 ホ ー ル 96.9㎡ 図 書 室 52.3㎡ 事 務 室 24.0㎡ 

２階 多世代交流ホール 109.7㎡ 研 修 室 76.6㎡  
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（４）社会教育事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

町民文化祭
文化協会による、芸術文化の祭典。様々な文化団体・個人
に発表の場を提供し、文化の振興を図る。

11/9（日） １回 町民一般

人権セミナー

各団体に所属する指導者の人権問題に対する認識を深める
ことが重要であるという観点から、各団体の指導者などを
対象として、適切な指導や助言ができる人材の育成を目指
す。

7月～2月 8回
各団体・
町民一般

親子映画会 町内の子どもたちの健全育成を願い開催する親子映画会 7/27（日） 2回 町民一般

二十歳を祝う会
二十歳の門出を祝い、社会の形成者としての自覚を促し、
前途を祝福する。

1/11（日） １回

新たに二十歳
になる方（平
成17年4月2日
～18年4月1日
生まれ）

就学時健康診断時等の
家庭教育講座

小学校就学時健康診断時及び中学校入学説明会等を活用し
て、家庭教育に関する講話等を提供し、家庭の教育力の向
上を図る。

10月・1月 5回
小・中学校へ
入学するすべ
ての保護者

家庭教育講座
家庭教育を支援するため、保護者の学習の機会及び情報提
供等を行う家庭教育講座を開催する。各小中学校のＰＴＡ
担当委員会、町ＰＴＡ連合会と共催。

7月～11月 3回 町民一般

異年齢成長パンフレット
家庭の教育力の低下が指摘されている中、少年非行や児童
虐待の深刻化に対処するために、親の子育て支援として作
成。

6月以降 配布

3歳時健康診
断、小・中学
校入学者の保
護者、町内保
育・公共機関

放課後子ども教室
児童に放課後の安心・安全な活動の場を提供するととも
に、異年齢の児童や地域社会との交流を通じて、心豊かで
健やかに育まれる環境づくりを推進する。

4月～2月 51回 金杉小児童

偉人マンガの活用事業
町の偉人である山崎峯次郎氏の成功体験をマンガにした
「偉人マンガ」を小学校の郷土を学ぶ授業に役立てられる
よう活用を促進し、子どもたちの郷土愛の醸成を図る。

通年 1回
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（５）中央公民館事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

エローラこども自然塾
プールのヤゴ救出
大作戦！

体験を通じて生き物や生態系を学ぶ。
5/10(土)

10:00～11:30
1回

小学生
10名

文学講座
『漂泊の俳人山頭火』
を読む

さまざまな古典文学の歴史的背景や作者の想いなどを学
ぶ。

5月～7月
（土）

13:30～15:30
7回

一般
20名

 子どもプログラミング教室 プログラミング知識を学ぶ。
6/15(日)
6/29(日)

9:30～12:00
2回

小学生
12名

コケ玉作り教室 コケ玉を作ってお部屋に飾る。
7/2(水)

13:15～14:45
15:00～16:30

2回
一般
各12名

夏休み体験塾 化石さがし・水辺の安全教室を開催。
8/1(金)

13:30～17:00
1回

小学
3～6年生
10名

夏休み子ども陶芸教室 陶芸を楽しみながらオリジナル作品を作る。
7/26(土)
 8/9(土)

9:30～12:00
2回

小学
4～6年生
10名

囲碁・将棋教室 囲碁や将棋を通じて、地域の方との交流や親睦を図る。

 8/31(日)
 9/28(日)
10/26(日)

14:00～17:00

3回
一般
30名

普通救命講習会
（ＡＥＤ講習）

女性消防団にＡＥＤの使い方や心肺蘇生法を学ぶ。
9/6(土)

10:00～12:00
1回

小学4年生
以上
40人

 文学講座「未定」 さまざまな古典文学の歴史的背景や作者の想いなどを学ぶ
1月～3月
（土）

13:30～15:30
10回

一般
20名

木目込み人形作り講座 日本の伝統工芸である木目込み人形作りを学ぶ(干支)
11/26(水)
9:30～12:00

1回
一般
12名

リーフ作り教室 リーフを作ってお部屋に飾る 未定 1回
一般
12名

ジュニアクッキング
（午前コース）

調理実習(ケーキ作り)を通じ、料理の楽しさを知り、知識
を身につける

12/6(土)
9:30～12:00

1回
小学4年生
～中学3年生

7名

ジュニアクッキング
（午後コース）

調理実習(ケーキ作り)を通じ、料理の楽しさを知り、知識
を身につける

12/6(土)
13:30～16:00

1回
小学4年生
～中学3年生

7名

大人の陶芸講座 陶芸を楽しみながらオリジナル作品を作る
1/17(土)
1/31(土)

13:30～16:00
2回

一般
12名

眼鏡ケース作り教室 オリジナルの眼鏡ケースを作る 2月 2回
一般
10名

春のバードウォッチング 身近にいる野鳥の生態や観察方法を学ぶ 3月 1回
一般
10名
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（６）多世代交流学習館事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

消しゴムはんこで春の花
を彫ろう

消しゴムはんこで春の花を彫って、ポストカードや名刺
カードを作る。

4/23（水）
9:30～11:30
4/24（木）
9:30～11:00

２回
一般
各8名

子ども読書の日
4月23日は「子ども読書の日」4月23日～5月12日は「こど
も読書週間」で、4月26日は、スペシャルおはなしラン
ド、しおり作り、工作などを行う。

4/26（土）
13:00～15:30

１回 幼児～小学生

古本市 古本市の開催。

4/26（土）
10:00～16:00
4/27（日）
10:00～12:00

２回 幼児～大人

母の日プレゼント講習会 母親に感謝の気持ちを込めてプレゼントを作る。
5/10（土）
9:30～11:30

１回
小学生
8名

父の日プレゼント講習会 父親に感謝の気持ちを込めてプレゼントを作る。
6/14（土）
10:00～11:30

１回
小学生
8名

消しゴムはんこでペンギ
ンのうちわを作ろう

消しゴムはんこで、ペンギンのうちわを作る。

6/19（木）
9:30～11:30
6/25（水）
9:30～11:30

２回
一般
各8名

キッズサイエンス
マグヌス効果（回転する円柱や球に浮力が働く現象）等に
ついて実験。

7/30(水)
9:30～11:30

１回
小学4～
6年生
10名

ジオラマを作り教室 ドーム型のケースに動物を入れて自分だけの世界を作る。

7/29（火）
8/5（火）

どちらか１日
9:30～11:30

２回
小学生
各10名

夏休み書道教室 書道の基礎を学ぶ。

8/9（土）
8/10（日）
どちらか１日
13:30～15:30

2回
小学3年生～中

学生
各10名

消しゴムはんこでシロク
マまたは、きょうりゅう
のうちわを作ろう

消しゴムはんこでシロクマまたは、きょうりゅうのうちわ
を作る。

7/31（木）
8/7（木）

どちらか１日
9:30～12:00

2回
小学3～
6年生
各8名

昔の遊びを体験しよう 世代を超えて楽しく、昔の遊びを体験する。
8/10(土)

9:30～11:30
1回 幼児〜大人

書初め教室 毛筆の楽しさを味わう中で、字の上達を図る。 11月～1月 10回
小学3年生～

中学生
20名

消しゴムはんこで年賀状
とお年玉袋を作ろう

消しゴムはんこで年賀状とお年玉袋を作る。
11/12(水)
11/20(木)
9:30～11:30

2回 一般

クリスマス会 読み聞かせや手作りのクリスマスプレゼントを作る。 12月 1回 幼児～小学生

メロディー祭
多世代交流学習館「メロディー」利用団体の活動成果を発
表する。

3月 1回
学習館利用団
体及び一般

作って遊ぼう 身近な物でおもちゃを作って遊ぶ。
毎月

第2・4土曜日
19回 幼児～小学生

おはなしランド 幼児から小学生向けの絵本と紙芝居の読み聞かせを行う。
毎月

第2・4土曜日
19回 幼児～小学生

メロディーカフェ
（サロン事業）

カフェを通して、地域コミュニティの活性化を図る。
毎週

水曜日･金曜
日

87回 一般

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

カフェを通して、認知症の相談や認知症を理解することに
より、認知症の予防を図る。

5/14,7/9,
9/10,11/12,
1/14,3/11

6回 一般
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文 化 振 興 



 



 

５ 文化振興 

（１）文化振興の方針 

昨今、我が国では、物質的な豊かさを追求するばかりではなく、心の豊かさやゆとりあ

る生活の重要性が見直されており、「文化」に対する期待や関心がますます高まってきて

いる。 

文化は、人々の心にやすらぎやゆとりを与え、魅力ある地域社会を創り出す原動力とも

なっている。文化活動が活発になることにより、人が元気になり、地域が賑わい、さら

には、人と人が互いに理解し尊重し合う心豊かな社会が築かれるものと考える。 

当町においては、クラシック音楽専用ホール「田園ホール・エローラ」を拠点とした文

化芸術の鑑賞機会の提供を軸として、文化振興の重点を設定する。 

 

（２）文化振興の重点目標と施策 

文化は、町民に感動と喜び、夢と希望をもたらす。そして、町民の感性を磨き、自分の

個性を発見し、それぞれに合った文化活動に主体的に参加し、実践する動機付けとなる。

こうした町民一人ひとりが文化を享受できる活動を推進する。 

当町においては、音響効果により日本の代表的なホールと評価されているクラシック音

楽専用ホール「田園ホール・エローラ」を拠点とし、本教育委員会とエローラ運営委員

会が次の事業を展開する。 

 

Ⅰ 良質の文化芸術を享受する機会の提供 

国内外の優れた音楽家のコンサートをはじめ、町民に様々な分野の優れた文化芸術の

鑑賞機会を提供する。 

○主催事業の開催 

○共催事業の開催 

 

Ⅱ 文化芸術の創造及び発信 

町民の主体性を尊重し、文化芸術の創造・発信の意欲に応える機会を積極的に提供する

とともに、当町の文化芸術への取り組みを広く町内外に発信する。また、その出演者を通

じ、町民が気軽に田園ホール・エローラに足を運ぶきっかけをつくる。 

○参加型事業の開催 

○演奏動画の作成およびＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）配信 

 

Ⅲ 音楽文化を担う人材の育成及び支援 

  町内の各種活動の場に赴き、演奏会を実施するなど、田園ホール・エローラ外において

芸術に触れる機会を提供する。また、音楽活動を推進しているアマチュアの活動団体を支

援する。 

  ○交流型事業の開催 

  ○音楽活動団体等への支援 
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（3）文化振興事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

エローラdeリラックス
コンサート

近隣で質の高い演奏活動をされている演奏家が出演 6/14（土） 1回 一般

忍たま乱太郎キャラク
ターショー

ファミリー世帯向けのキャラクターショー 8/30（土） 2回 一般

宮川彬良の童謡唱歌の
深読み

宮川彬良によるコンサート 10/12（日） 1回 一般

クリスマスコンサート
近隣で質の高い演奏活動をされている演奏家のコン
サート

12/13（土） 1回 一般

ニューイヤーコンサート
2026

ウィーン・リング・アン
サンブル

ウィーン･リング･アンサンブルによる
ニューイヤーコンサート

1/4（日） 1回 一般

ふるさと寄席 柳家三三・三遊亭兼好による寄席 3/7（土） 1回 一般

親子映画会
松伏町子ども会育成会連絡協議会等と共催で行う親
子を対象にした映画会

7/27（日） 1回 一般

教職員向けコンサート
田園ホール・エローラで実施される町教職員を対象
とした研修後に開催するコンサート

7/29（火） 1回 教員等

中学校の卒業を祝う
コンサート

町内中学校と共催で行う中学３年生を対象としたコ
ンサート

3/5（木） 1回
中学３年生及
び保護者等

第37回 田園ミュージック
フェスティバル

アマチュア音楽家による音楽の祭典 11/16（日） 1回 一般

第20回 まつぶし吹奏楽
フェスティバル

町内吹奏楽団体による音楽の祭典 2/8（日） 1回 一般

松伏町障がい者スポーツ
大会コンサート

Ｂ＆Ｇ海洋センターを会場とする音楽鑑賞会 11/22（土） 1回 大会参加者等

サロンコンサート 多世代交流学習館を会場とする音楽鑑賞会
8/27(水)
11/19(水)

2回 一般
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文化財保護・ 

町史編さん 



 



６ 文化財保護・町史編さん（歴史・文化の保存と継承） 

 

（１）文化財保護・町史編さんの方針 

松伏町は、大落古利根川と江戸川に挟まれ、中央には中川が流れる水と緑に囲まれた自

然豊かな農村集落であり、多くの文化財が継承されてきた。 

しかし、東京都心から約３０km の首都圏近郊整備地帯に属する松伏町は、高度経済成長

期以降、首都圏のベットタウンとして人口が急増し、開発によって市街化が進んできた。

その結果、自然の減少、祖先が残してきた貴重な文化財の散逸ならびに、風俗習慣の風化

等をもたらしている。 

このような背景の中で、歴史資料の収集と保護は急務であり、これらの考察・分析・研

究を行い、現在の松伏町が形成される歴史的発展の過程を学術的に解明し、町民の郷土に

対する関心と愛着を深めることは、これからの文化を育てていく上で大きな意義がある。

時代の流れを的確に把握し、永く歴史と文化を後世に伝えて将来の郷土づくりに資するた

め、令和７年度の文化財保護の重点を設定する。  

 

 

 

（２）文化財保護の重点目標と施策 

文化財は過去にその地に暮らした人々の生活、文化の記録であり、今日の社会を理解す

る上でも欠くことができないものである。現在まで受け継がれてきた貴重な文化財を絶や

すことなく、後世に残していけるよう、積極的な調査、研究、保護活動を推進していく。  

 

 

Ⅰ 文化財の調査及び保護 

町内には現在、県指定文化財４件、町指定文化財３４件、県選定重要遺跡 1 件が所在し

ているほか、埋蔵文化財包蔵地が２３箇所で確認されている。この他にも多数の貴重な

文化財が所在しており、こうした文化財を保護すると共に現状の記録保存を行うことで、

将来に渡って継承していく。 

 

 

Ⅱ 文化財保護の普及啓発 

文化財の調査において得られた資料を周知・公開することで、町民のより一層の郷土

への愛着を深めるとともに、文化財保護意識の高揚を図る。また、生涯学習の一環とし

て文化財を活用した学習の場の提供などを行っていく。 

○子ども歴史講座の開催 

○文化財写真展の開催 
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指定
番号

県・町指定年月日 種　　別 名　　　　　　称 員数 所　　　　　在　　　　　地

1 昭和50年6月1日 有形民俗文化財 蓮 福 寺 の 絵 馬 3点 蓮福寺（松伏町大字下赤岩）

2 〃 有 形 文 化 財 倶 利 伽 羅 不 動 剣 一式 宝珠院（松伏町田中）

3 〃 〃 金 剛 界 大 日 如 来 坐 像 1躯 　　　　　　　〃

4 〃 〃 地 蔵 菩 薩 坐 像 1躯 無量寿院（松伏町大字上赤岩）

5 〃 史　　 　 　跡 静 栖 寺 の 石 塔 群 34基 静栖寺（松伏町田中）

6 〃 有 形 文 化 財 源 光 寺 の 帰 依 仏 塔 1基 源光寺（松伏町大字上赤岩）

7 〃 〃 石 川 民 部 関 係 文 書 104点 個人（松伏町田中）

8 〃 無形民俗文化財 さ さ ら 獅 子 舞 松伏神社（松伏町田中）

9 〃 有形民俗文化財 延 宝 の 庚 申 塔 1基 妙楽寺（松伏町大字大川戸）

10 〃 有 形 文 化 財 さ さ ら 獅 子 舞 の 免 許 状 1枚 松伏神社（松伏町田中）

11 〃 〃 釈 迦 十 六 善 神 図 1幅 静栖寺（松伏町田中）

12  （指定解除） （ 静 栖 寺 の ク ロ マ ツ ）

13 昭和55年4月2日 有 形 文 化 財 十 一 面 観 音 立 像 1軀 静栖寺（松伏町田中）

14 〃 〃 杉 浦 家 関 係 文 書 207点 個人（松伏町大字大川戸）

15 〃 天 然 記 念 物 八 幡 神 社 の 社 叢 八幡神社（松伏町大字大川戸）

16 〃 有形民俗文化財 不 動 堂 の 絵 馬 137点 不動堂（松伏町大字築比地）

17 〃 有 形 文 化 財 新 利 根 川 碑 1基 路傍（松伏町大字金杉）

18 昭和58年11月16日 〃 図 像 鈔 10巻 静栖寺（松伏町田中）

19 〃 〃 十 一 面 観 音 立 像 1躯 　　　　　〃

20 〃 〃 両 界 曼 荼 羅 一対 　　　　　〃

21 〃 有形民俗文化財 築 比 地 下 神 社 庚 申 塔 群 11基 築比地下神社（松伏町大字築比地）

22 平成2年7月27日 〃 東 陽 寺 庚 申 塔 群 3基 東陽寺（松伏町大字下赤岩）

23  （指定解除） （ 旧 石 川 民 部 屋 敷 ）

24 平成13年2月22日 有 形 文 化 財 地 蔵 堂 二 十 一 仏 板 碑 1基 地蔵堂（松伏町大字上赤岩）

25 〃 〃 飯 島 家 文 書 2177点個人（松伏町大字上赤岩）

26 〃 〃 町 有 石 川 民 部 家 文 書 1166点松伏町役場（松伏町大字松伏）

27 平成17年4月22日 〃 上 赤 岩 出 土 中 世 埋 納 銭 一括 個人（松伏町大字上赤岩）

28 〃 〃 八幡宮及び熊野権現社の朱印状 18枚 八幡神社（松伏町大字大川戸）

29 〃 〃 司 馬 江 漢 画 赤 岩 渡 図 1点 個人（松伏町大字上赤岩）

30 〃 〃 浅間東遺跡出土加曽利E式土器 1点 松伏町役場（松伏町大字松伏）

31 〃 〃 静 栖 寺 の 松 伏 十 景 詠 額 1点 静栖寺（松伏町田中）

32 平成27年3月25日 有形民俗文化財 慶 安 の 庚 申 塔 1基 神明社（松伏町大字大川戸）

33 令和3年7月21日 有 形 文 化 財 私 年 号 題 目 板 碑 1基 栄光院（松伏町大字築比地）

34 〃 〃 木 造 不 動 明 王 坐 像 1躯 栄光院（松伏町大字築比地）

35 〃 〃 木造薬師三尊像及び十二神将像 15躯 寺地集会所（松伏町大字上赤岩）

36 令和7年2月20日 天 然 記 念 物 妙 楽 寺 の 多 行 松 2本 妙楽寺（松伏町大字大川戸）

大正12年3月31日 県・史　　　跡 栄 光 院 貝 塚 栄光院周辺（松伏町大字築比地）

昭和7年3月31日 県・天然記念物 大 川 戸 の 大 イ チ ョ ウ 1本 八幡神社（松伏町大字大川戸）

昭和9年3月2日 県・史　　　跡 光 厳 寺 の 帰 依 仏 塔 1基 光厳寺（松伏町大字大川戸）

469 平成12年3月10日 県・有形文化財 本郷貝塚出土縄文土器及び石器 9点 松伏町役場（松伏町大字松伏）

170 昭和51年10月1日 県選定重要遺跡 本 郷 貝 塚 松伏町大字築比地

（４）指定文化財一覧表
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指　　　　　定　　　　　理　　　　　由

 寺伝を描いた大型の鬼子母神絵馬として貴重。この他、幕末から明治の乳もらい絵馬多数。

 寛文2年銘。高度な鋳造技術による作品。

 中世末期の本格的仏像で、光背も現存している。

 鎌倉地方で南北朝時代に流行した法衣垂下像。赤岩郷と鎌倉のつながりを示唆。

 土地の開発者石川民部家の墓石群。慶長年間からの大型宝篋印塔、五輪塔が林立する。

 正安３年造立。光厳寺のものとならび、歴史資料として価値の高いもの。

 江戸時代前期～中期の石川民部家の大事業を示す。

 五穀豊穣・悪疫退散を願い、正保年間から伝えられる獅子舞。

 松伏町で最古級の庚申塔。江戸時代前期の特徴をもつ。

 県内に２点しかない獅子舞の免許状。正保３年に獅子舞を伝授されたことを証する。

 室町時代の仏画として数少ないもの。

（滅失）

 南北朝時代の造像と推定される本格的彫像。

 徳川家康直筆の坪割書き、伊達政宗書状の他、伊奈氏関係文書多数。

 松伏町を代表する「鎮守の杜」。

 江戸時代後期からの民間信仰をものがたる絵馬群。

 元文元年の庄内古川、江戸川改修記念碑。

 県内に２点しかないもの。江戸時代。

 平安時代後期の作。松伏町最古の仏像。

 江戸時代中期の絹本着色。

 江戸時代中期～明治時代の様々な庚申塔がそろっている。

 「三尸消滅」と刻まれた希少な例や、江戸時代前期の庚申塔を含む。

（滅失）

 天正2年に「申待」の講によって造立された結衆板碑。地域的に限定されていて貴重。

 寛永２年～昭和期の一括文書。近世は年貢割付状、皆済目録、用水関係が多く、近代は多分野の文書が残っている。

 石川民部関係の一連の文書であり、日光社参、小金原中野牧鹿狩関係を中心とした文書群。

 推計4,000枚の銅銭。北宋銭が中心で、莚のようなもので包んで地中に埋めた形跡がうかがえる。

 三代、五代、八代～十四代将軍発給の朱印状が原本で残っており貴重。

 洋画の先駆者である司馬江漢が、古利根川の赤岩渡し付近を素描的に描いている。江戸後期の作。

 装飾的な文様が施文され、東北地方の土器と類似した特徴を持つ。

 江戸時代の松伏村の風景を題材とした漢詩と短歌が刻まれている。

 慶安2年造立の松伏町最古の庚申塔で、江戸時代前期の初期型庚申塔の特徴を有する。

 命禄3年銘の私年号を刻むほぼ完形の題目板碑。

 町内所在の不動明王像で最古であると同時に地域信仰を考える上で貴重。

 薬師三尊像と十二神将像を完備。中央の薬師如来には胎内仏等あり。

 樹高5ｍ程度といわれる多行松の中で、こちらは8ｍ以上に相当し、これが2本並ぶという意味で貴重。

 縄文時代後期に属するヤマトシジミを主体とする主淡貝塚。

 指定時点で推定樹齢650年、樹高約29m、幹周り約8.3mの県内屈指の大イチョウ。

 名僧一山一寧の書と伝わる正安年間の板碑。

 縄文時代後期堀之内期の一括資料。土壙内に埋納されていた様々な器形の土器７点と石器２点。

 貝塚を含む縄文・古墳・平安時代の大規模な複合遺跡。
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（５）文化財保護・町史編さん事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

子ども歴史講座
子どもたちに土器づくりやまが玉づくりなどの体験活動
を行う機会を提供することにより、歴史及び郷土への関
心を高める。

7/24(木)
～

8/21(木)
2回

小学校
4年～6年

文化財写真展
町内の文化財をテーマとした、写真パネルを中心とした
ミニ企画展を実施し、文化財保護思想の普及・啓発を図
る。

未定 1回 一般
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７ 社会体育（スポーツ健康都市づくりの推進） 

（１）社会体育の基本方針  

町民の健康増進等、多様化しているスポーツやレクリエーションに関するニーズを的
確に把握し、町民誰もが生涯を通じて身近にスポーツやレクリエーションを親しめる生
涯スポーツ社会の実現を目指して、既存施設の活用に努める。 

また、子どもから高齢者、障がい者等すべての町民が参加できるよう、生涯スポーツ
の振興を推進するため、令和７年度の社会体育の重点を設定する。 

 

（２）社会体育の重点目標と施策  

町民誰もが生涯を通じて、いつでもどこでも気軽にスポーツに親しみ、健康・体力づく
りができるよう、厳しい財政状況を踏まえて、地域や学校、関係団体との協働事業を積極
的に推進する。 

また、町民がスポーツを通して健康な心と体を育み、明るく元気な町にするため、関係
各課と連携を図りながら、「スポーツ健康都市づくり」を進める。  

 

Ⅰ 生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実 

町民の体力の向上と健康の増進を図るため、スポーツ・レクリエーション活動の支援
と環境の整備に努める。また、日常生活におけるスポーツ・レクリエーション活動の習
慣化を図るため各種教室・大会を開催する。あわせて、スポーツに関する動画を定期的
に公開し、スポーツ・レクリエーション活動の普及を促進する。 

 

Ⅱ スポーツ・レクリエーション活動の普及・啓発 

子どもから高齢者まで生涯を通して、ライフステージに応じたスポーツ・レクリエー
ション活動を日常的に楽しむことができるよう、スポーツに関する情報の収集・提供な
ど啓発を図る。 

 

Ⅲ 生涯スポーツを支える人材の育成・確保 

町民のスポーツ振興に関し、実技指導、各種事業の協力及びスポーツへの理解を深め
る等、スポーツ・レクリエーションのスペシャリストとなるスポーツ推進委員の人材の
育成・確保に努める。 

 

Ⅳ スポーツ・レクリエーション団体の育成・支援 

スポーツ・レクリエーション団体の組織を充実させるとともに、その育成や自主活 

動に対する支援を行い、団体相互の連携・協力を促進する。 

○スポーツ協会加盟団体      ○スポーツ少年団加盟団体 

○レクリエーション協会加盟団体  ○総合型地域スポーツクラブ 

 

Ⅴ スポーツ施設利用の充実 

①社会体育施設の管理及び利用の充実 

町民の方々がより快適に効率よく利用できるよう、迅速かつ的確な対応に努める。 
また、まんまる予約案内システムの充実に努める。 

○Ｂ＆Ｇ海洋センター       ○町営運動場 

②学校体育施設の開放 

各地域において気軽にスポーツ・レクリエーション活動が行えるよう、町内の小・ 
中学校の体育施設を町民のスポーツ・レクリエーション活動の場として開放する。 

【校庭】 

○松伏小学校     ○金杉小学校     ○松伏第二小学校 

【体育館】 

○松伏小学校     ○金杉小学校     ○松伏第二小学校 

○松伏中学校     ○松伏第二中学校 

 

Ⅵ スポーツ施設・設備の整備の推進 

  施設・設備の経年劣化に伴う改修を行う。 
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（３）社会体育施設概要 

Ｂ＆Ｇ海洋センター         

所 在 地  松伏町ゆめみ野東三丁目１４番地８ 

設  置  平成元年５月１９日 

所  長  飛鳥馬 昇 

電  話  ９９２－１２９１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ９９２－１２９４ 

敷地面積  １０，００８．８０㎡ 

建物面積  １２６２．９３㎡ 

休 所 日  １２月２９日～１月３日 

      毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 

使用時間  午前９時～午後９時 

 

施設概要 

 階数 室  名 面 積 室  名 面 積 室  名 面 積 

体育館 
１階 ア リ ー ナ 720.0㎡ ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 72.0㎡ 事 務 室 31.6㎡ 

２階 武道場(板) 226.4㎡ 武道場(畳) 50畳 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 52.9㎡ 

ﾌﾟｰﾙ １階 競技用プール 25m×6 ｺｰｽ 幼児用プール 60.0㎡  

  

町営運動場 

所 在 地  松伏町大字築比地２０６２番地先 

江戸川河川敷 

設  置  昭和４８年６月２０日 

敷地面積  ２２，５０２．８㎡ 

休 場 日  １２月２９日～１月３日 

使用時間  １日利用：午前８時３０分～午後５時 

      半日利用：午前８時３０分～正午 

           又は正午～午後５時 

利用種目  野球（２面）、 

ソフトボール・少年野球（３面）、 

      サッカー（１面） 

ト イ レ  平成２８年３月新設 

町内小・中学校体育施設開放 

 開放施設 曜 日 等 体 育 館 校  庭 備 考 

団 

体 

開 

放 

松 伏 小 学 校 

松伏第二小学校 

平 日 午後7時～午後9時30分 な し  

 

 

 

 

※1月1日～4日、
12 月 28 日～31 日
は、利用できませ
ん。 

第1･3･5土曜日 

午前7時～午後9時30分 

午後1時～午後5時 

第2・4土曜日 

日曜日、祝祭日 
午前6時～午後6時 

金 杉 小 学 校 

平 日 午後7時～午後9時30分 午後7時～午後9時 

第1･3･5土曜日 

午前7時～午後9時30分 

正午～午後9時 

第2・4土曜日 

日曜日、祝祭日 
午前6時～午後9時 

松 伏 中 学 校 

松伏第二中学校 

平 日 

午後7時～午後9時30分 な し 
第1･3･5土曜日 

第2・4土曜日 

日曜日、祝祭日 

※金杉小学校は、バレーボールで１面使用できます。 

 松伏小学校、松伏第二小学校、松伏中学校及び松伏第二中学校は、バレーボールで２面使用できます。 
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（４）社会体育事業計画

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

湯沢ウォーキング ウォーキングすることで、健康増進と親睦を図る。 10月 1回 小学生以上

第51回松伏町
新春ロードレース大
会

町民のスポーツへの参加を促進し、健康増進を図る。 1月 1回 5歳以上

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

子ども水泳教室 水泳の基礎と水と触れ合うよろこびを学ぶ。 8月 5回
小学生
20名

女 性 水 泳 教 室 水泳の基礎と健康増進を図る。 7月・8月 5回
20歳以上の
女性20名

カヌー教室 カヌーの基礎技術を習得し、技能認定を行う。 7月 3回
小学5年生

から大人12名

リバーツーリング
（大落古利根川）

カヌーを通じて、大落古利根川の自然に親しみなが
ら、交流・ふれあいを深める。

7月 1回
技能認定修了者

12名

ボッチャで楽しも
う！

パラリンピック正式種目のボッチャに親しむ。 7月 3回
小学生（2年生
以上）各12名

カヌー体験会
子どもが元オリンピック選手に教えてもらうことで運
動意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもら
う。

9月 1回
小学生から
大人まで

ゴッツ石島
バレーボール教室

子どもが元オリンピック選手に教えてもらうことで運
動意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもら
う。

6月 1回
小学生から大人

各25名まで

越谷アルファーズ
バスケットクリニッ
ク

子どもがプロスポーツ選手に教えてもらうことで運動
意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもらう。

8月 1回 小学生50名

松伏町ジュニア
サッカー教室

運動意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもら
う。

2月 1回
小学4・5・6年

生　50名

親子野球体験教室
運動意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもら
う。

11月 1回
小学1～3年生

20組40名

織田聖選手講演会
プロスポーツ選手の経験談を聞くことにより運動意識
の向上やスポーツのすばらしさを知ってもらう。

8月 1回
未就学児から大
人まで　300名

トレーニング講習会
体力の向上を目的とし、効果的なトレーニング方法、
器具の取扱いを学ぶ講習会。

毎月1回
4月から3月
(8･12月除

く)

10回
16歳以上
各回10名

事　　業　　名 ねらい・内容 日　　程 回数等 対　　象

気楽に遊び体
スポーツ推進委員協力の下、気軽に出来るレクリエー
ション・スポーツを学び、健康な身体づくりをする。

毎月1回
第2土曜日
4月から3月

12回 一　般

YONEXバトミントン
体験会・講習会

運動意識の向上やスポーツのすばらしさを知ってもら
う。

11月 1回
小学1年生
～大人まで

64名

 

 

①　スポーツ大会

②　スポーツ教室

③　気楽に遊び体
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教 育 行 政 



 



８ 教育行政 

（１）教育委員会の沿革 

年 月 日 事         項 

Ｓ３０． ４．２０ 

Ｓ３１． ４．１５ 

 

 

Ｓ３７． ３．３１ 

Ｓ３９． ８．３１ 

Ｓ４２． ５．１０ 

     ９．１６ 

Ｓ４３．１０．１１ 

Ｓ４４． ４． １ 

 

Ｓ４５． ６． ２ 

Ｓ４７． ４． １ 

Ｓ４８． ３．３１ 

 ４． １ 

     ６．２０ 

     ７．２０ 

     ７．３０ 

    １１．２４ 

Ｓ４９． ２．２７ 

Ｓ５０． ３． ９ 

Ｓ５０． ４． １ 

Ｓ５０． ８．３１ 

Ｓ５１． ４． １ 

Ｓ５２． ３．２３ 

     ８．１８ 

Ｓ５４． ２． ９ 

 

     ３．２０ 

松伏領村と金杉村が合併、松伏領村教育委員会と称する。 

松伏領村を松伏村と改称、松伏村教育委員会と称する。 

各校名を松伏村立松伏小学校、松伏村立金杉小学校、松伏村立松伏中学校と改

める 

旧金杉小学校校庭拡張工事完了 

旧金杉小学校鉄筋コンクリート２階建新校舎完成 

旧松伏中学校体育館完成 

旧松伏中学校プール完成 

旧金杉小学校プール完成 

町制施行により松伏町と改称、各校名を松伏町立松伏小学校、松伏町立金杉小

学校、松伏町立松伏中学校と改める 

旧金杉小学校校庭拡張工事完了 

松伏小学校大川戸分校と赤岩分校を松伏町立松伏小学校に名目統合 

松伏小学校大川戸分校と赤岩分校を廃校 

松伏小学校新校舎完成（現在のゆめみ野東１丁目１番地２に移転） 

町営運動場江戸川河川敷新設 

松伏小学校旧プール完成 

松伏小学校旧体育館完成 

松伏小学校竣工式典挙行 

松伏小学校開校１００周年記念誌発行 

金杉小学校開校１００周年記念式典挙行 

公民館オープン（旧青年研修所） 

金杉小学校新校舎完成 

金杉小学校移転（大字大川戸３８５４番地） 

金杉小学校体育館完成 

金杉小学校プール完成 

松伏小学校跡地に役場新庁舎完成 

教育委員会役場本庁舎２階へ移転（現在の大字松伏２４２４番地） 

松伏中学校新校舎完成 
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     ４． １ 

４．３０ 

     ５． １ 

     ９．１０ 

Ｓ５５． ３．３１ 

 ４． １ 

     ７．２０ 

     ８． ４ 

    １０．２０ 

１１．２７ 

Ｓ５６． ２．２８ 

     ４． １ 

     ９．１０ 

Ｓ５７． ３．１０ 

     ５． １ 

Ｓ５９． ４． １ 

 

９． １ 

Ｓ６１． ２．２８ 

     ４． １ 

    １１．３０ 

Ｓ６２． ２．１０ 

８． ４ 

Ｈ 元． ４．２３ 

 

     ６．１０ 

Ｈ ２． ８．３１ 

H ３・ ９．１９ 

Ｈ ４． ６．１２ 

 ７．２９ 

    １１．１８ 

Ｈ ５． ９．２４ 

     ９．３０ 

松伏中学校移転（大字大川戸１１３６番地） 

町制施行１０周年、新庁舎落成記念式典挙行（会場 旧松伏中学校体育館） 

公民館移転（現在の大字上赤岩１２５３番地） 

松伏中学校体育館、プール完成 

松伏第二小学校新校舎完成 

松伏第二小学校開校（現在の田中一丁目４番地６ 松伏小学校から分離） 

松伏第二小学校プール改修 

松伏第二小学校運動場改修 

松伏第二小学校屋内運動場改修 

松伏第二小学校竣工式挙行 

松伏小学校３教室増築完成 

教育委員会に指導主事を配置 

松伏小学校校庭調整池完成 

松伏中学校４教室増築、玄関前広場舗装工事完了 

小中学校特別生徒委員会設置 

教育相談室開設、町郷土資料収納館設置 

松伏中学校運動場整備工事完了 

松伏中学校校庭調整池完成 

松伏第二中学校新校舎完成 

松伏第二中学校開校（大字上赤岩７１１番地 松伏中学校から分離） 

松伏第二中学校体育館完成 

松伏第二中学校竣工式典挙行 

松伏第二中学校プール完成 

中央公民館オープン（現在のゆめみ野東３丁目１４番地６） 

町制施行２０周年記念式典挙行（会場 中央公民館） 

Ｂ＆Ｇ財団松伏海洋センターオープン（現在のゆめみ野東３丁目１４番地８） 

松伏小学校大規模改造工事完了 

県優良公民館表彰受賞（中央公民館） 

Ｂ＆Ｇ財団松伏海洋センターが町に無償譲渡され、Ｂ＆Ｇ海洋センターに改称 

語学指導助手（ＡＬＴ）制度の導入 

彩の国さいたま景観賞受賞（中央公民館） 

町指定文化財（旧石川民部邸）解除 

松伏中学校校舎大規模改造工事完了 
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    １１． ６ 

Ｈ ６． ３．１５ 

     ４． １ 

Ｈ ７． ８．３０ 

 ９．２７ 

    １１．１８ 

１１．２８ 

Ｈ ８． ９． ２ 

    １１．３０ 

Ｈ ９． ４． １ 

     ６． ２ 

     ９．２２ 

Ｈ１０． ４． １ 

Ｈ１１．１０． １ 

１０．２７ 

Ｈ１２． ２．１７ 

     ３．２０ 

     ５．２０ 

Ｈ１３． ４． １ 

 

Ｈ１４． ４． １ 

９．３０ 

Ｈ１５． ３．２０ 

     ９．２３ 

Ｈ１７． ９．３０ 

      

    １０．２９ 

Ｈ１８． １．３１ 

     ２． １ 

Ｈ１９． ４． １ 

Ｈ２０． ９．１９ 

Ｈ２２． ３．１２ 

     ３．２１ 

松伏小学校開校１２０周年記念式典挙行 

松伏第二中学校校舎特別教室４室増築完成 

教育委員会に「教育総務課」「生涯学習課」を設置 

金杉小学校校庭整備工事完了 

松伏小学校校舎大規模改造工事完了 

松伏第二中学校創立１０周年記念式典挙行 

県教育委員会賞受賞（中央公民館） 

金杉小学校屋外運動場照明施設設備完成 

松伏中学校創立５０周年記念式典、祝賀会挙行 

学校給食センター「ほほえみ」開設 

学校給食センター「ほほえみ」業務開始 

松伏小学校管理棟大規模改造工事完了 

中央公民館、赤岩地区公民館、Ｂ＆Ｇ海洋センターの祝日開館業務開始 

教育委員会役場第二庁舎２階へ移転 

第５２回全国優良公民館表彰受賞（中央公民館） 

松伏第二小学校重層体育館プール完成 

町制施行３０周年記念式典挙行（会場 松伏第二小学校体育館） 

松伏第二小学校開校２０周年記念式典挙行 

生涯学習課を社会教育課と改称 

教育環境支援事業により町費単独で各学校に職員を配置 

適応指導教室開設（大字松伏２２０９番地） 

松伏中学校耐震補強及び大規模改修工事完了 

松伏小学校東校舎新築工事完成 

中央公民館屋根修復工事完了 

金杉小学校大規模改造工事完了 

松伏第二小学校耐震補強工事完了 

松伏第二中学校創立２０周年記念式典挙行 

適応指導教室新設工事完了 

適応指導教室移転（ゆめみ野東２丁目８番地８） 

社会教育課を教育文化振興課と改称 

松伏小学校地震補強及び大規模改修工事完了 

松伏小学校体育館、プール、多目的教室棟完成 

町制施行４０周年記念式典挙行（会場 松伏小学校体育館） 
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    １１．２７ 

Ｈ２４． １．３１ 

Ｈ２６． ３．２８ 

 ９．１６ 

Ｈ２７． ９．３０ 

Ｈ２８． ３．１８ 

     ８．１７ 

    １１．３０ 

Ｈ２９． ４． １ 

Ｈ３０． ３．２９ 

 ４． １ 

１０． １ 

Ｈ３１． ４．２１ 

Ｒ 元． ７． ８ 

Ｒ ３． ３．２２ 

Ｒ ５． ４． １ 

Ｒ ５．１０． １ 

Ｒ ６． ４． １ 

Ｒ ７． ４． １ 

松伏第二小学校開校３０周年記念式典挙行 

金杉小学校体育館耐震補強及び大規模改修工事完了 

松伏中学校体育館大規模改修工事完了 

松伏第二小学校大規模改修工事完了 

松伏第二小学校体育館吊り天井改修工事完了 

町営運動場トイレ新築工事完成 

金杉小学校を小規模特認校に指定 

松伏第二中学校創立２０周年記念式典並びに校舎大規模改修竣工式挙行 

金杉小学校小規模特認校開始（初年度編入学者数２名） 

Ｂ＆Ｇ海洋センターリニューアルオープン 

多世代交流学習館「メロディー」オープン（旧赤岩地区公民館） 

松伏小学校に難聴・言語通級指導教室「きこえ・ことばの教室」を開設 

町制施行５０周年記念式典挙行（会場 中央公民館） 

町内小中学校普通教室等に空調設備設置工事完了 

町内小中学校校内ＬＡＮ環境施設整備工事完了（ＧＩＧＡスクール構想） 

松伏第二小学校に発達・情緒通級指導教室「にじいろ教室」を開設 

適応指導教室に愛称「ひだまり」を付与 

松伏小学校に発達・情緒通級指導教室「にじいろ教室」を開設 

適応指導教室を「ひだまり」を教育支援センター「ひだまり」に改称 

 

49



 

（２）教育委員 

職  名 氏  名 任   期 

教  育  長 岡 田 直 人 
令和 元年１０月 １日から 

令和 ７年 ９月３０日まで 

教育長職務代理者 渡 邊 淳 子 
令和 ４年１２月１７日から 

令和 ８年１２月１６日まで 

委    員  田   隆 
令和 ３年１０月 １日から 

令和 ７年 ９月３０日まで 

委    員 増 田 芳 彦 
令和 ５年１０月 １日から 

令和 ９年 ９月３０日まで 

委    員 池 田 千恵美 
令和 ６年１０月 １日から 

令和１０年 ９月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡田 直人 教育長         渡邊 淳子 教育長職務代理者 

田 隆 委員     増田 芳彦 委員     池田 千恵美 委員      
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（３）歴代教育委員 

教育長 

歴代 氏   名 在  任  期  間 

１ 若 盛 教 淳 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

２ 橋 本 隆 広 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３１年 ９月３０日まで 

３ 山 崎 覚之助 昭和３１年１０月 １日から昭和３８年１０月 ３日まで 

４ 石 川 信 吉 昭和３８年１０月 ４日から昭和４０年 ９月３０日まで 

５ 染 谷 新六郎 昭和４０年１０月 １日から昭和４５年１０月 ４日まで 

６ 鈴 木 和三郎 昭和４５年１２月１７日から昭和５４年 ６月３０日まで 

７ 山 崎 桂 一 昭和５４年 ７月 １日から昭和５５年 ９月３０日まで 

８ 山 崎  輝  昭和５５年１０月 １日から昭和５９年 ９月３０日まで 

９ 根 岸 富 貴 昭和５９年１０月 １日から平成 ４年 ９月３０日まで 

１０ 里 見 義 弘 平成 ４年１０月 １日から平成 ８年 ９月３０日まで 

１１ 新 井 清 司 平成 ８年１０月 １日から平成１６年 ９月３０日まで 

１２ 奥 住 公 夫 平成１６年１０月 １日から平成２０年 ９月３０日まで 

１３ 御処野 紀 夫 平成２１年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

１４ 佐 藤 哲 士 平成２８年１０月 １日から令和 元年 ９月３０日まで 

１５ 岡 田 直 人  令和 元年１０月 １日から現在に至る 

 

教育長職務代理者 

歴代 氏   名 在  任  期  間 

１ 若 盛 正 城 平成２８年１０月 １日から令和 ３年 ９月３０日まで 

２ 田 口 嘉 則 令和 ３年１０月 １日から令和 ５年１０月 １日まで 

３ 渡 邊 淳 子 令和 ５年１０月 １日から現在に至る 
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教育委員 

歴代 氏   名 在  任  期  間 

１ 和 田   清 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

２ 鈴 木 義 太 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

３ 金 子 儀 一 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

４ 山 崎 覚之助 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３１年 ９月３０日まで 

５ 島 田 利 良 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３２年１０月１６日まで 

６ 石 川 信 吉 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３５年１２月２０日まで 

７ 鈴 木 宏 仁 昭和３２年１０月１７日から昭和３５年１２月２０日まで 

８ 森   三 郎 昭和３５年１２月２１日から昭和３９年 ９月３０日まで 

９ 石 川 八 通 昭和３５年１２月２１日から昭和３９年１０月 ４日まで 

１０ 山 崎 秀 逸 昭和３９年１０月 ５日から昭和４４年 ３月 ９日まで 

１１ 会 田 好 一 昭和４４年 ３月１０日から昭和４４年 ６月２０日まで 

１２ 小 島 輝 信 昭和４４年１０月 １日から昭和４５年１０月 ４日まで 

１３ 石 川 信 吉 昭和４５年１０月 ５日から昭和４８年 ９月３０日まで 

１４ 田 口 嘉 内 昭和３９年１０月 １日から昭和６０年 ９月３０日まで 

１５ 松 本 源 内 昭和４８年１０月 １日から昭和５０年 ９月３０日まで 

１６ 坂 巻 三千男 昭和５０年１０月 １日から昭和５４年 ９月３０日まで 

１７ 目 黒 大 中 昭和５４年１０月 １日から昭和５８年 ９月３０日まで 

１８ 宮 本 慶 通 昭和５８年１０月 １日から平成 ２年 ３月３１日まで 

１９ 安 武 忠 正 昭和６０年１０月 １日から平成 ２年 ３月３１日まで 

２０ 山 崎 茂 士 平成 ２年 ４月 １日から平成 ７年 ９月３０日まで 

２１ 山 崎 芳 夫 平成 ２年 ４月 １日から平成 ８年 ９月３０日まで 

２２ 津 田 萬里子 平成 ７年１０月 １日から平成１０年１２月２１日まで 

２３ 武   泰 子 平成 ８年１０月 １日から平成１２年 ９月３０日まで 

２４ 池 辺 国 彦 平成１０年１２月１７日から平成１８年１２月１６日まで 

２５ 大 塚 節 子 平成１２年１０月 １日から平成２０年 ９月３０日まで 

２６ 若 盛 正 城 平成１３年１０月 １日から令和 ３年 ９月３０日まで 

２７ 鈴 木 順 子 平成１５年１０月 １日から平成１９年 ９月３０日まで 

２８ 奥 冨 久 枝 平成１８年１２月１７日から平成２６年１２月１６日まで 

２９ 小 林 忠 盛 平成１９年１０月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

３０ 小 島   朗 平成２０年１０月 １日から平成２２年 ８月３１日まで 

３１ 石 原 みどり 平成２０年１０月 １日から平成２２年 ８月３１日まで 

３２ 谷ケ﨑 由紀子 平成２６年１０月 １日から令和 ２年 ９月３０日まで 
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歴代 氏   名 在  任  期  間 

３３ 渡 邊 淳 子 平成２６年１２月１７日から現在に至る 

３４ 田 口 嘉 則 平成２７年１０月 １日から令和 ５年１０月 １日まで 

３５ 宇田川 陽 子 令和 ２年１０月 １日から令和 ６年 ９月３０日まで 

３６  田   隆 令和 ３年１０月 １日から現在に至る 

３７ 増 田 芳 彦 令和 ５年１０月 １日から現在に至る 

３８ 池 田 千恵美 令和 ６年１０月 １日から現在に至る 
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教育委員長 

歴代 氏   名 在  任  期  間 

１ 小 島 輝 信 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

２ 種 村 貞 裕 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３７年１０月 ８日まで 

３ 小 島 輝 信 昭和３７年１０月 ９日から昭和４４年 ９月３０日まで 

４ 石 川 信 吉 昭和４４年１０月 ５日から昭和４５年１０月 ４日まで 

５ 山 崎 桂 一 昭和４５年１０月 ５日から昭和５４年 ６月３０日まで 

６ 鈴 木 和三郎 昭和５４年 ７月 １日から昭和５８年 ７月 １日まで 

７ 松 本 源 内 昭和５８年１０月 １日から昭和６０年 ９月３０日まで 

８ 目 黒 大 中 昭和６０年１０月 １日から平成 ２年 ３月３１日まで 

９ 宮 本 慶 通 平成 ２年 ４月 １日から平成１０年１２月１６日まで 

１０ 安 武 忠 正 平成１０年１２月２２日から平成１３年 ９月３０日まで 

１１ 若 盛 正 城 平成１３年１０月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

 

教育委員長職務代理者 

歴代 氏   名 在  任  期  間 

１ 飯 島 瑞 雄 昭和３０年 ６月１３日から昭和３１年 ５月 ３日まで 

２ 滑 川 太一郎 昭和３１年 ５月 ４日から昭和３１年 ９月３０日まで 

３ 鈴 木 宏 仁 昭和３１年１０月 １日から昭和３２年１０月１６日まで 

４ 小 島 輝 信 昭和３２年１０月１７日から昭和３５年１２月２０日まで 

５ 石 川 信 吉 昭和３５年１２月２１日から昭和３７年１０月 ８日まで 

６ 杉 浦  貞  昭和３７年１０月 ９日から昭和４０年 ９月３０日まで 

７ 石 川 信 吉 昭和４０年１０月 １日から昭和４４年 ９月３０日まで 

８ 山 崎 桂 一 昭和４４年１０月 １日から昭和４５年１０月 ４日まで 

９ 小 島 輝 信 昭和４５年１０月 ５日から昭和４８年 ９月３０日まで 

１０ 石 川 信 吉 昭和４８年１０月 １日から昭和５０年 ９月３０日まで 

１１ 松 本 源 内 昭和５０年１０月 １日から昭和５８年 ９月３０日まで 

１２ 目 黒 大 中 昭和５８年１０月 １日から昭和６０年 ９月３０日まで 

１３ 田 口 嘉 内 昭和６０年１０月 １日から平成 元年 ２月 ８日まで 

１４ 安 武 忠 正 平成 ２年 ４月 １日から平成１０年１２月２１日まで 

１５ 津 田 萬里子 平成１０年１２月２２日から平成１５年 ９月３０日まで 

１６ 大 塚 節 子 平成１５年１０月 １日から平成２０年 ９月３０日まで 

１７ 奥 冨 久 枝 平成２０年１０月 １日から平成２２年１２月１６日まで 

１８ 小 林 忠 盛 平成２２年１２月１７日から平成２７年 ９月３０日まで 

１９ 田 口 嘉 則 平成２７年１０月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 
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B&G海洋センター

社会体育担当

社会教育担当

多世代交流学習館

教　育　長教育委員会 教　育　総　務　課

令和７年４月１日現在

（４）教育委員会事務局組織

総務担当

給食センター

小・中学校

中央公民館教育文化振興課

教育支援センター

学校教育担当
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（５）令和７年度教育予算

①一般会計予算

②教育費予算

民生費 (39.2%) 

42億3,516万円

衛生費 (16.1%) 

17億3,882万円総務費 (13.5%) 

14億5,967万円

教育費 (10.4%) 

11億2,823万円

公債費 (6.7%) 

7億2,688万円

消防費 (5.9%) 

6億3,280万円

土木費 (5.6%) 

6億776万円
その他 (2.6%) 

2億8,268万円

衛生 歳 出

１０８億１，２００万

保健体育費 (30.5%) 

3億4,439万円

教育総務費 (20.0%) 

2億2,554万円
小学校費 (19.0%) 

2億1,443万円

社会教育費 (16.3%) 

1億8,409万円

中学校費 (14.1%) 

1億5,942万円

幼稚園費 (0.1%) 

36万円

衛生 歳 出

１１億２，８２３万円
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（６）教育施設等配置図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57



問い合わせ先一覧表

№ 名　　　　　　　　　称 所　　在　　地 電　　　話

1 松伏町役場 　大字松伏２４２４ （９９１）２７１１

2 北部サービスセンター 　大字築比地６７８－４ （９９２）１７７７

3 松伏小学校 　ゆめみ野東１－１－２ （９９１）２２３８

4 金杉小学校 　大字大川戸３８５４ （９９１）５０００

5 松伏第二小学校   田中１－４－６ （９９２）０３６５

6 松伏中学校 　大字大川戸１１３６ （９９１）３７３１

7 松伏第二中学校 　大字上赤岩７１１ （９９２）００５１

8 県立松伏高等学校 　ゆめみ野東２－７－１ （９９２）０１２１

9 大正大学埼玉校舎 　大字築比地１５７－１ （９９１）３１１１

10 学校給食センター「ほほえみ」 　大字田島１５１５－２ （９９２）２１６１

11 教育支援センター「ひだまり」 　ゆめみ野東２－８－８ （９９２）２０００

12 中央公民館（田園ホール・エローラ） 　ゆめみ野東３－１４－６ （９９２）１３２１

13 多世代交流学習館「メロディー」 　大字上赤岩１２５３ （９９１）２３３８

14 Ｂ＆Ｇ海洋センター 　ゆめみ野東３－１４－８ （９９２）１２９１

15 第一保育所 　大字田島１５５７－１ （９９１）６２９５

16 児童館「ちびっ子らんど」 　松葉１－６－３ （９９３）０２０２

17 地域子育て支援センター 　大字松伏２４２８－１ （９９０）９０１０

18 北部地域子育て支援センター 　大字築比地６７４－２ ０８０(５１７９)１８６６

19 いるかクラブ(松伏小学校内） 　ゆめみ野東１－１－１ （９９１）０１２８

20 りす学童クラブ（松伏小学校内） 　ゆめみ野東１－１－１ （９９３）１２８８

21 杉の子学童クラブ（金杉小学校内） 　大字大川戸３９３６ （９９１）０１０８

22 どんぐり学童クラブ（松伏第二小学校内）   田中１－４－６ （９９２）４３７０

23 なごみ学童クラブ（松伏第二小学校内）   田中１－４－６ （９９２）０２９７

24 かしのき学童クラブ（かしのき保育園隣） 　大字松伏１８８－１ （９９１）７８３０

25 たから幼稚園 　大字上赤岩１２００ （９９１）２８２８

26 認定こども園こどものもり 　田中１－７－３１ （９９３）０５８０

27 認定こども園みどりの丘こども園 　大字大川戸２１７４ （９９１）２２７７

28 ゆたか保育園 　大字松伏４３１ （９９２）１４１６

29 かしのき保育園 　大字松伏１９２ （９９１）４０２８
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松伏町の概要 
 



 



９ 松伏町の概要 

（１）地理的環境 

松伏町は、埼玉県の東端部、北葛飾郡のやや中南部に位置し、千葉県との境にある純農村の村々

が併合を重ねてできた町で、昔はのどかな田園風景が広がり、透き通った小川が流れる自然の豊か

な農村集落から発展してきた町である。 

当町の隣接市町は、東に江戸川を隔て千葉県野田市、南に吉川市、西に大落古利根川を境に越谷

市、 北に春日部市がある。中央部には南北に中川が流れ、豊かな水と緑に恵まれた東西４ｋｍ、

南北７.５ｋｍと縦長な地形をした町である。 

町の面積は１６．２０ｋ㎡で市街化区域が２．６１ｋ㎡、市街化調整区域１３．５９ｋ㎡である。

東京都心から約３０ｋｍの首都圏近郊整備地帯に属している。交通機関は、鉄道施設が未整備なた

め、最寄の駅である東武伊勢崎線北越谷駅やせんげん台駅、東武野田線愛宕駅、野田市駅、ＪＲ武

蔵野線南越谷駅（東武伊勢崎線新越谷駅）、吉川駅などに数多くのバスが運行され、バスは町民の

重要な「足」となっている。 

地形的には、町の北東部に標高１４ｍ前後の金杉台地を形成しているものの、大半は、標高４～

６ｍの低地からなる水田地帯となっている。 

（２）人口及び世帯数 

昭和３０年４月２０日の金杉村、松伏領村合併当時の人口は、９，０１９人であった。１０年後

の昭和４０年には９，３０８人とこの頃の人口増加率は低かったが、１５年後の昭和５５年の人口

は１８，７９３人となり１５年間で２倍強の伸びを示している。 

この頃は、当町に新しく住居を求める大部分の人は東京への通勤者であり、ベッドタウン化の傾

向を示している。その反面、農業人口は、総人口の増加傾向とは逆に減少の一途をたどり、昭和４

０年は総人口の７１．２％であったものが、昭和５５年には２５．８％と大幅に減少している。 

また、町の人口は堅実に増加の下に平成１２年には世帯数が９，０００世帯を超え、平成１３年

１２月に人口が３０，０００人を超えた。その後も本町の人口はゆるやかに増加していたが、現在

は減少傾向となっており、令和７年４月１日現在の総人口は２７，７２３人である。 

人口の構成比をみると、年少人口（１４歳以下）９．４％、生産年齢人口（１５歳～６４歳）６

０．０％、老齢人口（６５歳以上）は３０．６％である。  

 

〔松伏町の人口、世帯数の推移〕（各年４月１日現在） 

 Ｒ３ 

Ｈ２９３７４

８７

Ｒ４ 

Ｈ２９８７ 

Ｒ５ 

Ｈ２９８７ 

Ｒ６ 

Ｈ２９８７ 

Ｒ７ 

Ｈ２９８７ 

人 口 ２８，７２５ ２８，４５１ ２８，２８５ ２８，０６８ ２７，７２３ 

世帯数 １２，１３８ １２，１７６ １２，２６３ １２，３９２ １２，４５４ 
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（３）歴  史 

ア 原始・古代 

当町の築比地地区は下総台地の西端にあたり、数多くの遺跡が存在する。旧石器時代にさかの

ぼる遺構、遺物などは確認されておらず、本郷
ほんごう

貝塚で発見された縄文時代草創期の石槍の一部（約

10,000年前）が最古の出土遺物である。縄文時代の松伏の大半は、縄文海進と呼ばれる海水面の

上昇により海であった。わずかに残った築比地の台地の上には、本郷貝塚（縄文時代前期～後期）、

浅間
せんげん

東
ひがし

遺跡（縄文時代中期）、栄光院
えいこういん

貝塚（縄文時代後期）などに集落が営まれ、現在にその痕

跡をとどめている。 

その後、海岸線は次第に後退し、稲作が広まった弥生時代以降、次第に低地部にも生活の基盤

を築いていったと思われる。弥生時代の遺跡は確認されていないが、古墳時代になると下香取
し も か と り

神

社西遺跡、前田
ま え だ

遺跡、平安時代には本郷貝塚などで集落が台地上に形成されている。古利根川沿

いの自然堤防上では遺跡は発見されていないが、集落が営まれていたことが推測される。 

イ 中  世 

鎌倉時代の松伏は下河辺
しもこうべの

荘
しょう

内であったと思われ、現大川戸地区を下河辺荘に隣接していた大

河戸御厨
みくりや

内に比定する説もある。大河戸御厨を名字の地とした一族が大河戸氏で、その居館が現

大川戸地区内にあったとする説もあるが、定かではない。大河戸氏については『吾妻
あ づ ま

鏡
かがみ

』より、

その動向をある程度伺うことができる。源頼朝の挙兵当初、大河戸氏は平氏に与し、その後源氏

に帰順するが、姻族であった有力豪族三浦氏の嘆願で頼朝から許されたこと、承久の乱（１２２

１年）では一族から３人の戦死者を出したことなど、大河戸氏一族の名が散見される。 

鎌倉時代後期になると、下河辺荘は金沢北条氏の所領となり、現赤岩地区は称名寺
しょうみょうじ

（横浜市）

に寄進されている。 

室町時代の様子は，数少ない古文書により断片的に伝えられるに過ぎない。現赤岩地区は称名

寺領の赤岩郷として、１５世紀中頃まで史料中に見られ、鎌倉時代から鎌倉の地と深い結び付き

があったことがわかる。無量
むりょう

寿院
じゅいん

の地蔵菩薩坐像（町指定文化財）は、その様式から鎌倉の仏師

によるものと思われ、鎌倉とのつながりを物語っている。 

ウ 近  世 

 江戸時代には、松伏はほとんどが江戸幕府直轄地であった。江戸川の掘削や河川改修が行われ、

土地の生産力を増大させた結果、新田の開発や現在の魚沼地区や田島地区が新たに立村された。

このような時代背景のもと戦国時代末期、松伏に土着した石川民部の一族は、大規模な開墾を行

った他、各地に多くの寺を開基し、仏教の興隆にも努めた。また金杉の飯島家は農民でありなが

ら三代にわたって江戸川の改修に尽力した。金杉地区に残る「砥
と

根
ね

河重疏
がわじゅうそ

碑
ひ

（新利根川碑）」は、

江戸川改修を記念して建てられた貴重な民衆の記念碑である。
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エ 近 現 代 

明治初期の松伏町域は、金杉、築比地、魚沼、大川戸、松伏、田島、上赤岩、下赤岩の８ヵ

村に分かれていた。明治２２年（１８８９年）、金杉、築比地、魚沼３村が合併して、金杉村と

なり、他の５村が合併して松伏領
まつぶしりょう

村
そん

となった。その後、昭和３０年（１９５５年）に金杉村、  

松伏領
まつぶしりょう

村
そん

が合併して松伏領
まつぶしりょう

村
そん

となり、翌３１年には松伏村と改称した。 

さらに、昭和４４年（１９６９年）には、町制が施行され、松伏町となり現在に至っている。 

 

 

松 伏 村  上赤岩村 

 

大川戸村  下赤岩村 

 

田 島 村 
 

 
 

金 杉 村 

 

築比地村 

 

魚 沼 村 
 

 

 

 

   明治２２年４月１日             明治２２年４月１日 

          （明治２９年北葛飾郡に編入） 

 

 

 

松伏領村（北葛飾郡） 

 
 昭和３０年４月２０日 

 

松 伏 村 

 昭和３１年４月１５日 

 

松 伏 町 

昭和４４年４月 １日 

 

（４）松伏の地名の由来 

松伏という地名の初見は「本土寺過去帳」であるが、年は不詳で、戦国末期ごろと推測される。

「マツフシ」、「松節」とも表記されている。 

地名の由来は明確ではない。巷説では、石川民部が播磨国曽根天満宮の曽根の松の実生を移植し、

それが伏せ松であったためとも言われる。この松は江戸時代に枯死し、その後植えられた松も見事

な伏せ松であり「静栖寺のクロマツ」として町の天然記念物に指定されたが、昭和６０年に枯死し

ている。 

伏せ松由来説の他に地形由来説がある。自然堤防地形を古語で「ブシ」と言い、古利根川沿いの

「ブシ」に松が自生する風景からとする。こちらも明確な根拠はなく、由来の正確なところは不詳

である。 

松伏領村（北葛飾郡）  金杉村（中葛飾郡） 
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（５）町長・副町長・町議会正副議長・文教民生常任委員 

 

職      名 氏    名 

町  長 高  野  祐  大 

副 町 長 鈴  木     寛 

町 議 会 議 長 田  口  義  博 

町 議 会 副 議 長 砂  川  清  時 

文教民生常任委員会委員長 佐  藤  永  子 

文教民生常任委員会副委員長 増  田  秀  雄 

文教民生常任委員 会委員 福  井  和  義 

文教民生常任委員 会委員 鈴  木     勉 

文教民生常任委員 会委員 川  上     力 

文教民生常任委員会委 員  平  野  千  穂 

文教民生常任委員 会委員 砂  川  清  時 

（令和７年９月１日現在） 
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教育委員会 

委嘱委員等 
 



 



１０ 教育委員会委嘱委員等 

 

埼玉県教育委員会非常勤職員 

（１）スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 

 

松伏町教育委員会非常勤特別職 

（１）いじめ問題対策連絡協議会委員 

氏  名 役 職 名 等 任  期 

星 野 健 一 松伏第二中学校長 

令和６年６月２７日から 

令和８年６月２６日まで 

竹 森   努 松伏小学校長 

澁 澤 あゆみ 

松伏町ＰＴＡ連合会 

松伏第二小学校ＰＴＡ会長 

池 田 千恵美 

松伏町ＰＴＡ連合会 

松伏第二中学校ＰＴＡ会長 

宇田川   太 

埼玉県越谷児童相談所 虐

待・相談指導、安全確認・市

町村支援担当、担当部長 

髙 野   諭 吉川警察署・生活安全課長 

桐   義 博 すこやか子育て課長 

黒 田 和 範 企画財政課人権推進室長 

髙 橋 宏 至 

教育支援センター・教育相談

員 

増 田 芳 彦 スクールソーシャルワーカー 

 

 

 

氏   名 役 職 名 任    期 

渡 邉 さやか スクールカウンセラー 

令和７年４月 １日から 

令和８年３月３１日まで 
石 川 美知子 スクールカウンセラー 

増 田 芳 彦 スクールソーシャルワーカー 
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（２）いじめ問題対策調査委員会委員 

氏  名 役職名等 備 考 任   期 

許 斐 博 史 医 師 医 学 

令和６年１１月 １日から 

令和８年１０月３１日まで 

土 屋 文 博 弁 護 士 法 律 

髙 橋 宏 至 元小学校長 教 育 

木 田 好 枝 保 護 司 福 祉 

鹿 野 重 則 元学校管理職 教 育 

 

（３）学校運営協議会委員 

学 校 名 氏  名 役   職   等 任 期 

松 伏 小 学 校 

後 藤 利 之 登 校 ボ ラ ン テ ィ ア 代 表 

令和７年 

４月１日から 

令和８年 

３月３１日まで 

池 田 千恵美 元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

荒 川 理 恵 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

浅 井 尚 未 内前野４丁目自治会副会長 

鹿 野 重 則 元 学 校 関 係 者 

金 杉 小 学 校 

大 塚 節 子 元 学 校 評 議 員 

大 野 桂 一 元 学 校 評 議 員 

森   岳 夫 元 学 校 評 議 員 

石 川 由美子 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 

田 中   彰 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長 

松伏第二小学校 

八 代 善 彦 元 学 校 評 議 員 

長     勝 元 学 校 評 議 員 

齊 間 孝 一 元 学 校 評 議 員 

前 野 久 美 元 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

澁 澤 あゆみ Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

松 伏 中 学 校 

大 塚 節 子 元 学 校 評 議 員 

増 田 直 文 地 域 住 民 

富 岡 快 雄 町 内 起 業 者 

青 谷 正 勝 元 松 伏 町 役 場 職 員 

木 下 江 美 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

松伏第二中学校 

里 見 純 庸 元 学 校 評 議 員 

今 井 新 吉 交 通 指 導 員 

小 室   薫 部 活 動 外 部 指 導 者 

池 田 千恵美 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 

加 藤 広 美 Ｐ Ｔ Ａ 副 会 長 
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（４）学校医 

学 校 名 氏  名 備    考 任 期 

松 伏 小 学 校 

宮 里 良 英 宮  里  医  院 

令和７年 

４月１日から 

令和８年 

３月３１日まで 

宮 里 良 乃 宮 里 ク リ ニ ッ ク 

山 﨑 義 矩 ふ れ あ い 橋 ク リ ニ ッ ク 

金 杉 小 学 校 
岡 村 長 門 岡 村 ク リ ニ ッ ク 

安 達 実 樹 埼 玉 あ す か 松 伏 病 院 

松伏第二小学校 
宮  里 眞美子 宮 里 こ ど も ク リ ニ ッ ク 

飯 田   亨 埼 玉 あ す か 松 伏 病 院 

松 伏 中 学 校 
根 本 一 枝 ― 

草 場 亮 輔 埼 玉 筑 波 病 院 

松伏第二中学校 

大 矢 正 俊 埼 玉 あ す か 松 伏 病 院 

許 斐 博 史 東埼玉中川の郷療育センター 

津 田 麻希子 津  田  医  院 

町内各小中学校 上 林   潔 松 伏 眼 科 ク リ ニ ッ ク 

令和７年 

５月１日から 

令和８年 

３月３１日まで 

 

 

（５）学校歯科医 

学 校 名 氏  名 備    考 任 期 

松 伏 小 学 校 
石 井   幸 い し い 歯 科 医 院 

令和７年 

４月１日から 

令和８年 

３月３１日まで 

村 川 嚴  彦 ゆめみ野デンタルクリニック 

金 杉 小 学 校 
石 井   幸 い し い 歯 科 医 院 

村 川 嚴  彦 ゆめみ野デンタルクリニック 

松伏第二小学校 
石 井   幸 い し い 歯 科 医 院 

村 川 嚴  彦 ゆめみ野デンタルクリニック 

松 伏 中 学 校 
原 島   晃 原 島 歯 科 医 院 

吉 田   修 ヨ シ ダ 歯 科 医 院 

松伏第二中学校 
原 島   晃 原 島 歯 科 医 院 

吉 田   修 ヨ シ ダ 歯 科 医 院 

 

 

 

 

65



（６）学校薬剤師 

学 校 名 氏  名 備    考 任 期 

松 伏 小 学 校 佐 野 保 子 ア イ ン 薬 局 ゆ め み 野 店 

令和７年 

４月１日から 

令和８年 

３月３１日まで 

金 杉 小 学 校 加 瀨 佳 奈 ア イ ン 薬 局 ゆ め み 野 店  

松伏第二小学校 佐 野 保 子 ア イ ン 薬 局 ゆ め み 野 店 

松 伏 中 学 校 加 瀨 佳 奈 ア イ ン 薬 局 ゆ め み 野 店  

松伏第二中学校 加 瀨 佳 奈 ア イ ン 薬 局 ゆ め み 野 店  

 

 

（７）社会教育委員 

氏  名 選 出 団 体 等 任   期 

星 野 健 一 校 長 会 代 表 

令和７年 

５月１日から 

令和９年 

４月３０日まで 

八 代 善 彦 松伏町総合型地域スポーツクラブ 

横 川 朝 治 松 伏 町 ス ポ ー ツ 協 会 

三 瓶 修 次 郎 文 化 協 会 代 表 

齊 藤 綾 子 公 民 館 利 用 団 体 

鍬 形 眞 弓 松伏町子ども会連絡会育成協議会 

大 宮 晴 美 松 伏 町 ス ポ ー ツ 少 年 団 

伊 藤 多 佳 子 公 民 館 利 用 団 体 

荒 川 理 恵 松 伏 町 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 

田 中 れい子 学 識 経 験 者 

岩 田      茂 学 識 経 験 者 

河 田 晴 美 学 識 経 験 者 

 

 

（８）文化財保護審議委員 

 

 

 

 

氏   名 役 職 名 等 任    期 

鈴 木 潤 一 元  松  伏  町  役  場  職  員 

令和７年 

４月１日から 

令和９年 

３月３１日まで 

宇 高 良 哲 大  正  大  学  名  誉  教  授 

伊 藤 誠 男 元 高 等 学 校 教 諭 

千 田 文 彦 元 高 等 学 校 教 諭 

眞 田 尊 光 川 村 学 園 女 子 大 学 教 授 
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（９）スポーツ推進委員 

 

氏  名 経験年数 任    期 

笹 本 恵 江 ２９年 

令和６年４月 １日から 

令和８年３月３１日まで 

森   文 子 １７年 

中 井 陽 一 １５年 

佐 藤 時 雄 １５年 

江 田 春 枝 １３年 

谷田貝 浩 美 １３年 

川 尻   勇 １１年 

松 土 千 麿 ４年  

坂 巻 昇 吾 ３年 

菊 地 民 子 １年 令和６年６月 １日から 

令和８年３月３１日まで 今   愛 美 １年 

坂 本 卓 也 １年 令和６年７月 １日から 

令和８年３月３１日まで 平 野 千 穂 １年 
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    松伏町シンボルマーク      松伏町イメージキャラクター 

青は、町内を流れる３本の川を表しています。 

白は、松伏の「ｍ」を図案化したものです。 

緑は、緑豊かな松伏を表現しています。 

 

 

松伏町のランドマークとなっている『スペイン風 

風車』を図案化したものです。 

名前は、松伏の風車→松風→「マップー」と名付

けられています。 

（平成 12年 3月 19日制定） 

松伏町の教育 

発   行  松伏町教育委員会 

        〒３４３－０１９２ 

        埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４番地 

        電話 ０４８－９９１－１８０７ （教育総務課直通） 

発 行 日  令和７年９月     


